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(57)【要約】
【課題】入賞率の調整を容易にする。
【解決手段】第１変動表示遊技の結果態様が第１特別結
果態様となった場合、又は、第２変動表示遊技の結果態
様が第２特別結果態様となった場合に特別遊技状態が発
生可能な遊技機において、第１変動表示遊技は、第１始
動口７ｇへ遊技球が入賞する第１始動入賞に対応して実
行可能とし、第２変動表示遊技は、第２始動口７ｈに遊
技球が入賞する第２始動入賞に対応して実行可能にし、
第１始動口７ｇと第２始動口７ｈの２つの始動口は１つ
の入賞装置（普通変動入賞装置７ｆ）内に備えられるよ
うにする。
【選択図】図２０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の識別情報による第１変動表示遊技を実行可能な第１変動表示装置と、
　複数の識別情報による第２変動表示遊技を実行可能な第２変動表示装置と、を備え、
　前記第１変動表示遊技の結果態様が第１特別結果態様となった場合、又は、前記第２変
動表示遊技の結果態様が第２特別結果態様となった場合に特別遊技状態が発生可能な遊技
機において、
前記第１変動表示遊技は、第１始動口へ遊技球が入賞する第１始動入賞に対応して実行可
能とされ、
前記第２変動表示遊技は、第２始動口に遊技球が入賞する第２始動入賞に対応して実行可
能に構成されており、
前記第１始動口と前記第２始動口の２つの始動口は１つの入賞装置内に備えられているこ
とを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記第１変動表示遊技の実行に用いられていない始動権利を第１始動記憶として、所定
の上限数の範囲内で記憶可能な第１始動記憶手段と、
　前記第２変動表示遊技の実行に用いられていない始動権利を第２始動記憶として、前記
第１始動記憶手段が記憶可能な第１始動記憶の上限数と同じ上限数の範囲内で記憶可能な
第２始動記憶手段と、
　を備えたことを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記第１始動口と前記第２始動口を左右に並列に備えたことを特徴とする請求項１また
は２に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、始動口への遊技球の入賞に基づき複数の識別情報による変動表示遊技を実行
可能な変動表示装置を備えた遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、パチンコ遊技機には、複数の識別情報を変動表示させる変動表示遊技を行う変
動表示装置を備えたものが知られており、このようなパチンコ遊技機においては、変動表
示遊技の結果態様が特別結果態様となった場合、例えば、変動表示される複数の識別情報
が、全て同じ識別情報となって停止表示された場合に所謂大当りとして特別遊技状態が発
生し、遊技者に多くの遊技価値の獲得の機会を与えるようになっている。
【０００３】
　また、変動表示遊技は、始動口への遊技球の入賞（始動入賞）があった場合に実行させ
られるが、変動表示遊技中や特別遊技状態中においては、始動入賞しても直ぐに変動表示
遊技を開始できないので、始動入賞した際に、変動表示遊技を実行する権利（始動権利）
が発生したものとし、この始動権利を所定の上限数（例えば４つ）の範囲内で始動記憶と
して記憶するようになっている。そして、変動表示遊技の終了時や特別遊技状態の終了時
、すなわち、変動表示遊技が開始可能となった際に、始動記憶が記憶されている場合には
、変動表示遊技を開始するようになっている。そして、変動表示遊技を開始する際に、対
応する始動記憶を１つ消去する（始動記憶数から１減算する）ことになる。
【０００４】
　また、始動記憶を記憶する際には、変動表示遊技の大当りとハズレとを判定するための
乱数値を抽出して記憶するようになっているが、記憶された始動記憶の数が上限数を越え
ている状態で始動口に遊技球が入賞した場合には、始動記憶を記憶することがなく、大当
り判定用の乱数値も抽出されない。
【０００５】
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　従って、遊技者は、記憶された始動記憶数が、上限数となった状態では、それ以上始動
口に遊技球を入賞させても始動記憶数が増えることがない、すなわち、始動口に入賞して
もそれに対応して変動表示遊技が行われないことから損をしたように感じる。その為、遊
技者は記憶された始動記憶数が上限数もしくは上限数近くになると、遊技球の発射を一時
的に止める止め打ちを行う場合がある。ここで遊技者は、記憶された始動記憶数が上限数
となった場合に、止め打ちを行わなければ損をしたと思い、止め打ちすれば損をしたとは
思わないが、止め打ちという操作を行うことを煩わしく思うことになる。
【０００６】
　一方、遊技機において止め打ちされている間は、遊技球が発射されないことから遊技機
が稼働していない状態（遊技者が遊技していない状態）と同じ状態であり、長い間止め打
ちを行われると実質的な遊技機の稼働率が低下し、遊技店の不利益となる。特に、所謂リ
ーチ状態となった場合には、変動表示遊技の実行時間が長くなる場合があり、このような
場合には、次ぎの変動表示遊技が実行されて始動記憶数が減少されるまで時間がかかるこ
とになり、長い時間に渡って遊技者が止め打ちを行う可能性が高く、遊技機の稼働率の低
下を助長することになる。
【０００７】
　ここで、１つの遊技機に２つの変動表示装置（絵柄表示装置）を備えるとともに、それ
ぞれの変動表示装置に対応して独立して始動記憶を上限数まで記憶可能な遊技機が提案さ
れている（例えば、特許文献１参照。）。
　このような遊技機においてそれぞれの変動表示装置における始動記憶数の上限数（４つ
）を変動表示装置が１つの遊技機における上限数（４つ）と同じとすれば、実質的に始動
記憶数を２倍に増やすことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平１０－２７７２０７号公報（第１８頁、図１）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、従来の特許文献１に示される遊技機では、各変動表示装置に対応する変
動入賞部が互いに離れた位置に配設されているので、当該変動入賞部への遊技球の入賞率
を調整する場合、当該変動入賞部ごとに入賞率の調整を行わなければならず、入賞率の調
整が容易ではなかった。
【００１０】
　本発明の課題は、入賞率の調整を容易にすることである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するため、請求項１に記載の発明は、
　複数の識別情報による第１変動表示遊技を実行可能な第１変動表示装置と、
　複数の識別情報による第２変動表示遊技を実行可能な第２変動表示装置と、を備え、
　前記第１変動表示遊技の結果態様が第１特別結果態様となった場合、又は、前記第２変
動表示遊技の結果態様が第２特別結果態様となった場合に特別遊技状態が発生可能な遊技
機において、
前記第１変動表示遊技は、第１始動口へ遊技球が入賞する第１始動入賞に対応して実行可
能とされ、
前記第２変動表示遊技は、第２始動口に遊技球が入賞する第２始動入賞に対応して実行可
能に構成されており、
前記第１始動口と前記第２始動口の２つの始動口は１つの入賞装置内に備えられているこ
とを特徴としている。
【００１２】
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　ここで、「遊技機」とは、例えば、各種パチンコ遊技機、アレンジボール遊技機、雀球
遊技機等の弾球遊技機であり、且つ、変動表示遊技を行う変動表示装置を備えたものであ
る。
　第１変動表示遊技用の特別変動入賞装置と、第２変動表示遊技用の特別変動入賞装置と
は、それぞれ別に設けられるものとしても良いし、１つの特別変動入賞装置が、第１変動
表示遊技用と第２変動表示遊技用とを兼ねても良い。
【００１３】
　請求項１記載の発明によれば、１つの入賞装置内に第１始動口と第２始動口が備えられ
ているので、各始動口への遊技球の入賞率の調整が容易となる。
【００１４】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の遊技機において、
　前記第１変動表示遊技の実行に用いられていない始動権利を第１始動記憶として、所定
の上限数の範囲内で記憶可能な第１始動記憶手段と、
　前記第２変動表示遊技の実行に用いられていない始動権利を第２始動記憶として、前記
第１始動記憶手段が記憶可能な第１始動記憶の上限数と同じ上限数の範囲内で記憶可能な
第２始動記憶手段と、
　を備えたことを特徴としている。
【００１５】
　請求項３に記載の発明は、請求項１または２に記載の遊技機において、
　前記第１始動口と前記第２始動口を左右に並列に備えたことを特徴としている。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明に係る遊技機によれば、１つの入賞装置内に第１始動口と第２始動口が備えられ
ているので、各始動口への遊技球の入賞率の調整が容易となる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の第１実施形態の遊技機の遊技盤を示す正面図である。
【図２】第１実施形態の遊技機の制御系の一部を示すブロック図である。
【図３】第１実施形態の遊技機の遊技制御のゼネラルフローを示すフローチャートである
。
【図４】第１実施形態の遊技機の制御におけるスイッチ監視処理を説明するためのフロー
チャートである。
【図５】第１実施形態の遊技機の制御における特図遊技処理を説明するためのフローチャ
ートである。
【図６】第１実施形態の遊技機の制御における特図始動処理を説明するためのフローチャ
ートである。
【図７】第１実施形態の遊技機の制御における図柄停止監視処理を説明するためのフロー
チャートである。
【図８】第１実施形態の遊技機の制御における補助遊技処理を説明するためのフローチャ
ートである。
【図９】第１実施形態の遊技機の制御における補助遊技始動処理を説明するためのフロー
チャートである。
【図１０】第１実施形態の遊技機の制御における大当り処理を説明するためのフローチャ
ートである。
【図１１】第１実施形態の遊技機の時間経過に伴う始動記憶数の変化と変動入賞装置等の
作動との関係を説明するためのタイムチャートである。
【図１２】第１実施形態の遊技機の時間経過に伴う始動記憶数の変化と変動入賞装置等の
作動との関係を説明するためのタイムチャートである。
【図１３】本発明の第１実施形態の遊技機の遊技盤の変形例を示す正面図である。
【図１４】本発明の第２実施形態の遊技機の遊技盤を示す正面図である。
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【図１５】第２実施形態の遊技機の制御系の一部を示すブロック図である。
【図１６】第２実施形態の遊技機の遊技制御のゼネラルフローを示すフローチャートであ
る。
【図１７】第２実施形態遊技機の制御におけるスイッチ監視処理を説明するためのフロー
チャートである。
【図１８】第２実施形態遊技機の制御における特図遊技処理を説明するためのフローチャ
ートである。
【図１９】第２実施形態遊技機の制御における特図１始動処理を説明するためのフローチ
ャートである。
【図２０】本発明の第３実施形態の遊技機の遊技盤を示す正面図である。
【図２１】第３実施形態の遊技機の遊技制御のゼネラルフローを示すフローチャートであ
る。
【図２２】第３実施形態遊技機の制御におけるスイッチ監視処理を説明するためのフロー
チャートである。
【図２３】第３実施形態遊技機の制御における特図１遊技処理及び特図２遊技処理を説明
するためのフローチャートである。
【図２４】第３実施形態遊技機の制御における特図１始動処理を説明するためのフローチ
ャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、図面を参照して、本発明に係る第１実施形態について説明する。
本実施形態は、本発明に係る遊技機の適例としてのパチンコ遊技機１００について図１～
図１２を参照して説明を行うものである。
【００１９】
　図１に示すように、パチンコ遊技機１００の遊技盤１のガイドレール２を含む遊技領域
区画壁（一部ガイドレール２以外の部材で後述の遊技領域１ａを区画している部分がある
）で囲まれた遊技領域１ａには、変動表示遊技（特図遊技）として特別図柄（特図：識別
情報）の表示を行う変動表示装置４（特別図柄表示装置）、開閉部材５ａ，５ａを開閉さ
せる変動入賞装置５、変動表示遊技（特図遊技）の結果如何によって大入賞口６ｂを閉じ
た状態（遊技者にとって不利な状態）から開放状態（遊技者にとって有利な状態）に変換
するサイクル遊技を行う特別変動入賞装置６、変動表示遊技の始動口７、一般入賞口８、
サイドランプ１２，１２、風車と呼ばれる打球方向変換部材（図示略）、多数の障害釘（
図示省略）などが配設されている。遊技領域１ａの最下端部中央にはアウト球を回収する
ためのアウト穴１３が設けられている。
【００２０】
　（特図）変動表示装置４は、例えば、ＬＣＤ４ａを備え、このＬＣＤ４ａにおいて複数
種類の特別図柄（例えば、図柄としての数字、記号、キャラクタなどの識別情報）が変動
表示可能となっている。なお、変動表示装置４は、ＬＣＤ４ａを備えるものに限らず、Ｅ
Ｌ、ＣＲＴ等のディスプレイを備えるものであっても良いし、ドラムを用いた回動式表示
装置等のように機械式の変動表示装置であっても良い。
　そして、変動表示装置４は、始動口７への遊技球の入賞に基づき複数の識別情報による
（特図）変動表示遊技を実行可能となっている。なお、変動表示遊技においては、後述す
るようにその結果態様が特別結果態様となった場合に、特別変動入賞装置６を作動させて
遊技者に大量の遊技媒体（遊技球）の獲得を可能とする特別遊技状態が発生するようにな
っている。
　さらに、変動表示装置４は、識別情報が表示されているとき及び識別情報が表示されて
いないときに、文字や画像（背景画像やキャラクタ画像を含む）等を表示することが可能
となっている。
　また、変動表示装置４の上部には、始動口７に遊技球が入賞することにより変動表示遊
技の始動権利が発生したのにも拘わらず変動表示遊技が未処理となっている未処理回数（
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始動記憶数）を点灯表示する特図記憶表示器４ｂが設けられている。
【００２１】
　なお、始動記憶数を表示する特図記憶表示器４ｂは、例えば、後述の始動記憶数の上限
数に対応する個数（４）の発光部材（ＬＥＤ）を備え、ＬＥＤの点灯・消灯もしくは発光
色の変更等により、始動記憶数を表示するものであるが、特図記憶表示器４ｂを設けずに
変動表示装置４のＬＣＤ４ａの表示画面の一部となる表示エリアに、特図記憶表示器４ｂ
を示す画像を表示するようにしても良い。例えば、変動表示装置４の一部の表示エリアに
、丸等の図形を始動記憶数の上限数だけ表示し、表示された図形の明暗や色の変更により
、始動記憶数を表示するようにしても良い。このようにすれば、変動表示装置４の表示を
変更することで、後述する特殊遊技状態において始動記憶数の上限数を変更する表示が容
易に行える。すなわち、上述の表示される丸等の図形の数を変更することで、上限数を変
更して表示することができる。
【００２２】
　変動入賞装置５は左右一対の開閉部材５ａ，５ａを具備し、この開閉部材５ａ，５ａは
、常時は変動入賞装置５内への遊技球の流入を阻止するように閉じた状態を保持している
が、後述するように始動記憶数が上限数となった状態で始動口７に遊技球が入賞すると所
定時間（例えば、０．８秒）だけ開状態となって変動入賞装置５内に遊技球が流入可能な
状態に変換されるようになっている。なお、変動入賞装置５の開閉部材５ａ、５ａの開閉
は、開閉ソレノイド５ｃ（図２に図示）により行われる。
【００２３】
　また、変動入賞装置５が開状態となった場合に遊技球が流入する内部には、開状態で受
け入れた遊技球が通過したことにより前記特別遊技状態を発生可能な特定領域５ｂと、開
状態で受け入れた遊技球を一般入賞とする一般入賞領域５ｇとを備えている。なお、開状
態で変動入賞装置５に受け入れられた遊技球は、遊技盤１の裏面側に回収されてパチンコ
遊技機１００の外に排出されることになるが、回収される前に、特定領域５ｂと一般入賞
領域５ｇとの何れかを通過する事になるとともに、確率的に、受け入れた遊技球の１／１
５程度が特定領域５ｂを通過するように構成されている。すなわち、特定領域５ｂの入賞
率は受け入れた遊技球の約１／１５となっている。
【００２４】
　また、変動入賞装置５には、特定領域５ｂを通過した遊技球を検出する特定領域センサ
５ｄと、変動入賞装置５に受け入れられた（入賞した）遊技球を検出するカウントセンサ
５ｅとが設けられている。なお、特定領域センサ５ｄは、遊技球が特定領域５ｂを通過す
ることを検出して特別遊技状態を発生させる制御を行うために用いられるものであり、カ
ウントセンサ５ｅは、変動入賞装置５に受け入れられた遊技球を変動入賞装置５に入賞し
た遊技球として検出して、変動入賞装置５への遊技球の入賞に伴う賞球を排出する制御を
行うために用いられるものである
　なお、変動入賞装置５が開状態となってから所定時間（有効期間）を経過してから遊技
球が特定領域５ｂを通過した場合には、後述するように特別遊技状態を発生しないように
なっている。
【００２５】
　また、変動入賞装置５内に受け入れた遊技球に接触可能な可動部材５ｆ（振り分け部材
）を設け、変動入賞装置５内の固定された構造と、可動部材５ｆとに基づいて、特定領域
５ｂの入賞率が決まるようになっていても良い。すなわち、変動入賞装置５内には、遊技
球を特定領域５ｂと一般入賞領域５ｇとに予め設定された振り分け率に基づいて振り分け
る可動部材５ｆ（振り分け部材）が配置されていても良い。
　以上のような変動入賞装置５は、その開閉部材５ａ，５ａが開状態となることで、変動
入賞装置５に遊技球の入賞の機会が与えられるとともに、さらに、変動入賞装置５に遊技
球が入賞し、さらに、入賞した遊技球が特定領域５ｂを通過することにより特別遊技状態
の発生の機会が与えられる補助遊技を行うことが可能となっている。また、補助遊技、す
なわち、変動入賞装置５の開閉部材５ａ、５ａを所定時間開状態とする動作は、後述する
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ように始動記憶数が上限数となった状態で、始動口７に遊技球が入賞することで開始され
る。
【００２６】
　特別変動入賞装置６は、アタッカー形式の開閉扉６ａによって開閉される大入賞口６ｂ
を備えている。
　この大入賞口６ｂの内部（入賞領域）には、該大入賞口６ｂに入賞した（入った）遊技
球を検出するカウントセンサ６ｃが設けられている。
　開閉扉６ａはその上端側が手前側に倒れる方向に回動して開放可能になっていて、特図
の変動表示遊技の結果が特別結果態様（例えば、「７、７、７」等、同じ図柄の組合せの
何れか）となって大当り等が発生した場合に、開閉ソレノイド６ｄが作動して大入賞口６
ｂが開放されるようになっている。
【００２７】
　始動口７には、その奥に始動口７に入賞した（入った）遊技球を検出する特図始動セン
サ７ａ（図２に図示）が設けられており、始動口７に遊技球が入賞すると、変動表示遊技
を開始する始動権利が発生するようになっており、所定の上限数の範囲内で始動記憶とし
て始動記憶手段となる後述の遊技制御装置２０のメモリ（ＲＡＭ２１ｂ）に記憶される。
従って、変動表示遊技が開始可能な状態で、且つ、始動記憶数が０の状態で、始動口７に
遊技球が入賞すると、始動権利の発生に伴って始動記憶が記憶されて、始動記憶数が１加
算されるととともに、始動記憶に基づいて、変動表示遊技が開始され、この際に始動記憶
数が１減算される。
　一方、変動表示遊技が開始できない状態、例えば、既に変動表示遊技が行われ、その変
動表示遊技が終了していない状態や、特別遊技状態となっている場合に、始動口７に遊技
球が入賞すると、始動記憶数が上限数未満ならば、始動記憶数が１加算されて始動記憶が
１つ記憶されることになる。
【００２８】
　そして、始動記憶数が１以上となった状態で、変動表示遊技が開始可能な状態（前の変
動表示遊技の終了もしくは特別遊技状態の終了）となると、始動記憶数が１減算されると
ともに、記憶された始動記憶に基づいて変動表示遊技が開始される。
　また、始動記憶数が上限数の状態で、始動口７に遊技球が入賞すると、変動入賞装置５
において、開閉部材５ａ、５ａが所定時間開状態となる補助遊技が行われる。なお、始動
記憶数は、始動記憶手段としての後述する遊技制御装置２０（のＲＡＭ２１ｂ）に記憶さ
れる。
【００２９】
　一般入賞口８の奥には、一般入賞口８に入賞した（入った）遊技球を検出する入賞口セ
ンサ８ａが設けられている。
　ここで、遊技を開始することにより遊技領域１ａ内に打ち込まれた遊技球が、一般入賞
口８、始動口７、変動入賞装置５、大入賞口６ｂ等の入賞口の何れかに入賞すると、それ
ぞれの入賞口に対応した所定数の賞球が排出される（払い出される）ようになっている。
ここでは、例えば、始動口７への入賞に対する賞球（遊技球）が４個とされ、一般入賞口
８、変動入賞装置５、大入賞口６ｂへの入賞に対する賞球が１５個とされている。
【００３０】
　また、遊技領域１ａ内に打ち込まれた遊技球が、始動口７に入賞すると、始動記憶数が
上限数以内の場合に、上述の条件に基づいて、特図の変動表示装置４において、複数種類
の識別情報が変動表示される特図の変動表示遊技が開始される。この例では、例えば、変
動表示装置４のＬＣＤ４ａの表示画面が左領域、中領域、右領域の三つに分けられ、各領
域で、１～９までの数字（特図、識別情報）が順次変動表示させられた後に、三つの各領
域で、それぞれ、停止図柄として１つの数字が表示される変動表示遊技が行われる。
　この特図の変動表示遊技の結果態様が特別結果態様（例えば、「４，４，４」等、同じ
停止図柄の組合せの何れかの停止表示態様）となった場合には、大当りとなって特別遊技
状態となる。
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　この大当り（特別遊技状態）中は、特別変動入賞装置６の大入賞口６ｂを閉じた状態か
ら開放状態に変換するサイクル遊技が、所定回数を限度に行われ、これにより遊技者は遊
技球を大量獲得する機会を得る。
【００３１】
　また、変動表示遊技の結果態様が特定結果態様となった場合、例えば、「７，７，７」
等のように、同じ奇数の停止図柄の組合せの何れかの停止表示態様となった場合には、特
殊遊技状態が発生する。なお、同じ奇数の停止図柄の組合せの何れかの停止表示態様は、
上述の特別結果態様でもあるので、特殊遊技状態は、上述の停止表示態様（特別結果態様
）に基づく特別遊技状態後に発生する。そして、特殊遊技状態においては、上述の始動記
憶数の上限数が、例えば、４から２等のように減少させられる。これにより、始動入賞時
に始動記憶数が上限数となっている可能性が高まり、変動入賞装置５における単位時間当
りの補助遊技の実行回数が増えることになる。なお、特殊遊技状態は、例えば、変動表示
遊技や補助遊技で大当りとなり再び特別遊技状態となった際に終了する。
【００３２】
　また、始動記憶数が上限数となった状態で、始動口７に遊技球が入賞すると、変動入賞
装置５が開状態となって遊技球を受け入れる状態となり、この際に変動入賞装置５に遊技
球が入賞するとともに、入賞した（受け入れた）遊技球が特定領域５ｂを通過すると、大
当りとなって特別遊技状態となり、上述のように大当り状態中は、特別変動入賞装置６の
大入賞口６ｂを閉じた状態から開放状態に変換するサイクル遊技が、所定回数行われ、こ
れにより遊技者は遊技球を大量獲得する機会を得る。
【００３３】
　なお、変動表示遊技による大当りと、補助遊技における大当りとでは、特別遊技状態中
のサイクル遊技の所定回数（所定ラウンド数）を同じものとしても、異なるものとしても
良く、例えば、両方とも、同じラウンド数（例えば、サイクル遊技の回数を１６ラウンド
）としても良い。また、一方を１０ラウンド（例えば、変動表示遊技による大当りの場合
）とし、他方を１６ラウンド（例えば、補助遊技による大当りの場合）としても良い。ま
た、この例においては、大当りとなった場合には、途中で終わる（所謂パンクする）こと
なく所定回数となるまでサイクル遊技が行われる。なお、特別変動入賞装置６は、特別遊
技状態中に開閉を繰り返す際に、開状態となってから所定時間が経過する条件と、開状態
となってからの遊技球の入賞数が上限数（例えば１０個）となる条件とのうちのどちらか
一方の条件が成立した段階で閉状態となる。
【００３４】
　以上のことから、この例のパチンコ遊技機１００は、始動口７への遊技球の入賞に基づ
き複数の識別情報による変動表示遊技を実行可能な変動表示装置４と、前記変動表示遊技
の結果態様が特別結果態様となった場合に発生する特別遊技状態で開状態に変換可能な特
別変動入賞装置６と、前記始動口７へ遊技球が入賞することに基づいて生じ、未だ前記変
動表示遊技の実行に用いられていない始動権利を所定の上限数の範囲内で始動記憶として
記憶可能な始動記憶手段（遊技制御装置２０）とを備えている。また、パチンコ遊技機１
００は、閉状態と開状態とに変換可能で、且つ、前記開状態で受け入れた遊技球が通過し
たことにより前記特別遊技状態を発生可能な特定領域５ｂと、前記開状態で受け入れた遊
技球を一般の入賞とする一般入賞領域５ｇとを有する変動入賞装置５を備えている。
【００３５】
　また、図２に示すように、パチンコ遊技機１００は、その制御系において、遊技の進行
を制御するメイン制御装置としての遊技制御装置２０、この遊技制御装置２０の制御下で
各種の演出に関する制御を行うサブ制御装置としての演出制御装置３０、同じく遊技制御
装置２０の制御下で遊技球の発射制御、賞球の排出制御等を行うサブ制御装置としての排
出発射制御装置４０等を備えている。
【００３６】
　このうち遊技制御装置２０は、ＣＰＵ２１ａ、ＲＡＭ２１ｂ、ＲＯＭ２１ｃ等を有する
遊技用マイクロコンピュータ２１、入出力インタフェース２３、クロック（発振器）２２



(9) JP 2011-229965 A 2011.11.17

10

20

30

40

50

等により構成されている。
　このうち、ＣＰＵ２１ａは、制御部、演算部を備え、演算制御を行う他、特図の変動表
示遊技に関連する各種乱数値なども生成している。各種乱数値には、特図の変動表示遊技
の大当り判定用乱数値、特図変動表示遊技の停止図柄の決定に用いられる図柄決定用乱数
値（大当り時の停止図柄を決定する乱数値、ハズレ時の各停止図柄を決定する乱数値）、
特図変動表示遊技における基本変動パターン（変動表示遊技において変動表示を行う時間
（特図変動時間）の情報等を含む）の種類、すなわち、リーチアクションの種類（リーチ
アクション無しを含む）の決定に用いられる基本変動パターン決定用乱数値などが含まれ
る。
【００３７】
　ＲＡＭ２１ｂは、始動口７内に設けられた特図始動センサ７ａのオン信号の記憶、すな
わち特図始動記憶（変動表示遊技の始動権利（実行権利）としての始動記憶及びその個数
）の記憶領域、ＣＰＵ２１ａで生成されて更新記憶される各種乱数値の記憶領域、更新記
憶される各種乱数値を抽選用に抽出した際に、抽出した各種乱数値を記憶する記憶領域、
各種データを一時的に記憶する記憶領域等を有する。
　ＲＯＭ２１ｃには、遊技上の制御プログラムや制御データが書き込まれている他、上述
の各種乱数値に対応して、特図変動表示遊技の大当り発生を判定するための特図変動表示
遊技の大当り判定値、変動表示遊技の結果態様としての停止図柄の判定値、基本変動パタ
ーン（リーチアクションの種類）の判定値などが記憶されている。
【００３８】
　クロック２２は、各種処理の同期やタイマ等のためのパルス信号を出力する。
　また、入出力インタフェース２３には、図示しないローパスフィルタ及びバッファーゲ
ートを介して、始動口７の特図始動センサ７ａ、一般入賞口８（１～Ｎ）の入賞口センサ
８ａ（１～Ｎ）、変動入賞装置５の特定領域センサ５ｄ及びカウントセンサ５ｅ、特別変
動入賞装置６のカウントセンサ６ｃ、排出発射制御装置４０などが接続されており、これ
らからの各種信号が入力されている。そして、これら各種信号は、該入出力インタフェー
ス２３により中継されて、ＣＰＵ２１ａに対し出力されている。
　さらに、入出力インタフェース２３には、ＣＰＵ２１ａから出力される各種の制御信号
が入力され、これら制御信号は、該入出力インタフェース２３により中継されて、図示し
ない出力ポート及びドライバーを介して、変動入賞装置５の開閉部材５ａ，５ａの駆動手
段としての開閉ソレノイド５ｃ、特別変動入賞装置６の開閉ソレノイド６ｄ、遊技制御装
置２０からパチンコ遊技機１００の外部（ホールコンピュータ等の管理装置）に対し出力
される外部情報を中継する外部出力端子２５、演出制御装置３０、排出発射制御装置４０
などに出力されている。
【００３９】
　遊技制御装置２０のＣＰＵ２１ａは、例えば、特図始動センサ７ａからの検出信号（始
動信号）の入力等に基づき、ＲＡＭ２１ｂに記憶されている特図の変動表示遊技用の各種
乱数値の抽出処理を行い、該抽出処理により抽出された乱数値と、予めＲＯＭ２１ｃに記
憶されている判定値（判定テーブル）とを比較する。
　この比較により、遊技制御装置２０のＣＰＵ２１ａは、特別遊技状態を発生するか否か
（大当りに当選か否か）、停止図柄、変動表示遊技の基本変動パターン（リーチアクショ
ンの種類）等を決定する。
　また、遊技制御装置２０のＣＰＵ２１ａは、特図始動センサ７ａから始動信号が入力し
、各種乱数値の抽出を行った場合に、ＲＡＭ２１ｂに、記憶されるカウンタ値としての始
動記憶数を１つ加算するとともに、抽出された特図変動表示遊技用の乱数値を始動記憶に
対応付けて記憶する。なお、直ちに次の変動表示遊技を開始することができない状態（例
えば、変動表示遊技の実行中、或いは、特別遊技状態中等）であれば、始動記憶数が保持
され、変動表示遊技を開始する際に、始動記憶数を１つ減算する。
　なお、例えば、始動記憶に空きがない場合、すなわち、始動記憶数が予め設定された上
限数となっている場合には、各種乱数値の抽出を行わない。
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　そして、始動記憶数が上限数となった状態で、特図始動センサ７ａから始動信号が入力
した場合には、遊技制御装置２０は、変動入賞装置５の開閉ソレノイド５ｃを作動させて
、変動入賞装置５を所定時間開状態とする補助遊技を実行する制御を行う。
【００４０】
　また、遊技制御装置２０のＣＰＵ２１ａは、上記抽出処理により抽出された乱数値と予
めＲＯＭ２１ｃに記憶されている判定値との比較による各種の決定等に基づいて、演出制
御装置３０に演出データ（制御情報を含む演出コマンド）を送る。演出制御装置３０は受
信した演出データに基づいて（遊技制御装置２０の制御の下に）、変動表示装置４におけ
る変動表示遊技の表示を制御したり、スピーカ１６から出力される効果音を制御したり、
サイドランプ１２等の装飾用ランプ・ＬＥＤ１５、並びに、特図記憶表示器４ｂ等のＬＥ
Ｄ・ランプ類の点灯及び消灯を制御したりする。
さらに、遊技制御装置２０のＣＰＵ２１ａは、入賞口センサ８ａ，…、特図始動センサ７
ａ、カウントセンサ５ｅ、カウントセンサ６ｃから入賞球の検出信号が入力された場合に
、それら検出信号に基づいて、排出発射制御装置４０に賞球データを送って、排出装置所
要数の賞球を排出させる制御も行う。
【００４１】
　演出制御装置３０（サブ制御装置）は、遊技制御装置２０（メイン制御装置）からの演
出コマンドに基づいて、変動表示装置４に識別情報による特図変動表示遊技を含む各種の
演出表示や、その他の各種情報表示などを行わせる表示制御を行う。
　演出制御装置３０は、より具体的には、演算処理用ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭや、グラフ
ィック用のプロセッサやＲＯＭ、ＲＡＭ等を備え、変動表示装置４の表示の制御を行うも
のであり、遊技制御装置２０からコマンドとして送られる大当り判定結果、停止図柄、リ
ーチアクションを行うか否かの情報を含む特図変動時間の情報（基本変動パターンの情報
）等に基づいて、変動表示遊技における変動表示の制御を行う。
【００４２】
　演出制御装置３０は、他に、上述のように遊技制御装置２０からの指令に基づき、スピ
ーカ１６による発音動作などを制御したり、サイドランプ１２等の装飾用ランプ・ＬＥＤ
１５、並びに、特図記憶表示器４ｂ等のＬＥＤ類の点灯状態を制御したりする。
　なお、サブ制御装置としての演出制御装置３０は、遊技制御装置２０の制御下で変動表
示装置４の表示制御を行う表示制御装置と、遊技制御装置２０の制御下にある表示制御装
置の制御下で、パチンコ遊技機１００に備えられるランプやＬＥＤなどの装飾用ランプ・
ＬＥＤ１５の点灯・点滅状態を制御する装飾制御装置と、遊技制御装置２０の制御下にあ
る表示制御装置の制御下でスピーカ１６の出力を制御する音制御装置とに別れていても良
い。
【００４３】
　排出発射制御装置４０は、遊技制御装置２０のＣＰＵ２１ａから出力される賞球制御指
令やカードユニット（図示省略）等から出力される貸球制御指令に基づいて、排出装置４
１（排出ユニット）から所要数の遊技球（賞球、貸球）を排出させる制御を行うものであ
る。また、排出発射制御装置４０は、排出された遊技球数をセンサを用いて計数して、遊
技制御装置２０側に出力する制御も行うようになっている。
　また、排出発射制御装置４０は、タッチセンサ４３から遊技者が発射操作用のタッチセ
ンサ４３に触れていることを示す発射操作信号に基づいて遊技球を所定時間毎に遊技領域
１ａ内に発射するように発射装置４２を制御するとともに、発射停止スイッチ４４からの
停止信号が入力した場合に、タッチセンサ４３から発射操作信号が出力されていても、発
射装置４２からの遊技球の発射を停止するようになっている。なお、排出発射制御装置４
０には、図示しない発射勢調節用操作装置からの信号が入力され、この信号に基づいて発
射装置４２から遊技球を発射する際の発射勢が制御するようになっている。また、排出発
射制御装置４０は、発射装置４２に設けられた発射球を検出するセンサからの検出信号を
遊技制御装置２０側に出力する制御を行う。
【００４４】
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　さらに、パチンコ遊技機１００は、電源供給装置５０を備え、この電源供給装置５０か
ら、遊技制御装置２０及び演出制御装置３０等のパチンコ遊技機１００の電力を必要とす
る装置に対し、それぞれ所定の電力が供給されるようになっている。
　また、図２に示すように、電源供給装置５０は、バックアップ電源５１を備えていて、
例えば、停電時など、外部からパチンコ遊技機１００への電源供給が遮断されても、該バ
ックアップ電源５１から遊技制御装置２０のＲＡＭ２１ｂ等の揮発性メモリに電源供給さ
れるため、ＲＡＭ２１ｂ等の揮発性メモリの記憶内容がバックアップ電源５１の電力が続
く限りは保持されるようになっている。
【００４５】
　以上のようなパチンコ遊技機における上述の遊技制御装置２０による遊技の全体制御に
ついて図３（Ａ）及び図３（Ｂ）に示すゼネラルフローのチャートを参照して説明する。
ゼネラルフローは、図３（Ａ）のフローチャートに示す起動処理と、図３（Ｂ）のフロー
チャートに示すタイマ割込処理とからなる。
　起動処理は、ＩＯポートやＲＡＭの初期設定、割込処理用のソフトタイマの設定を行う
初期化処理（ステップＳ１）と、その後、＋１方式の変動表示遊技の大当り判定用の大当
り乱数を生成する際に、大当り乱数の一巡後に新たに使用する初期値を生成したり、大当
り以外の乱数、例えば、停止図柄やリーチアクションを決定する乱数の初期値を生成する
撹拌用乱数更新処理（ステップＳ２）を繰り返し行う。すなわち、遊技制御装置２０にお
いては、初期化処理後、他の処理が行われていない場合には、撹拌用乱数更新処理が行わ
れる。撹拌用乱数更新処理では、乱数更新処理で用いられる乱数の初期値（撹拌用乱数）
が更新される。なお、撹拌用乱数の更新については、後の乱数更新処理で乱数の更新とと
もに説明する。
【００４６】
　タイマ割込処理は、この例において、１ｍｓｅｃ毎にソフト的な割込により実行される
処理である。例えば、撹拌用乱数更新処理やここでは説明しない他の割込処理が行われて
いる場合に、１ｍｓｅｃ毎に割り込んで、以下の処理が行われる。
　まず、タイマ割込処理を実行する際に、このタイマ割込処理以外の割込処理を禁止し、
且つ、現在の処理に使用されていているレジスタのデータを待避する（ステップＳ３）。
【００４７】
　次ぎに、入力処理として、各種センサ（特図始動センサ７ａ、入賞口センサ８ａ、特定
領域センサ５ｄ、カウントセンサ５ｅ，６ｃ等）からの入力信号のチャタリング除去等の
処理を行う（ステップＳ４）。
　次ぎに、出力処理として、各種処理でセットされた出力データに基づき、ソレノイド（
開閉ソレノイド５ｃ，６ｄ等）やモータ等のアクチュエータの駆動の制御を行う（ステッ
プＳ５）。
【００４８】
　次ぎに、コマンド送信処理として、各種処理（特に、後述の特図遊技処理）で送信バッ
ファ（例えば、入出力インタフェース２３に設けられる）にセットされたコマンドを演出
制御装置３０へ送信する処理を行う（ステップＳ６）。すなわち、コマンド送信処理では
、メイン制御装置（遊技制御装置２０）からサブ制御装置（演出制御装置３０、排出発射
制御装置４０）へその前に行われた処理でセットされたコマンドが送信される。
【００４９】
　次ぎに、乱数更新処理として、上述の＋１方式の乱数を生成する（ステップＳ７）。こ
こで、＋１の乱数とは、例えば、０から所定数（大当り乱数の場合、ここでは３５８）ま
での値を乱数として用いるとともに、所定の処理毎、ここでは、タイマ割込処理の乱数更
新処理毎（すなわち、約１ｍｓｅｃ毎）に、ＲＡＭ２１ｂに設定された乱数の記憶領域に
記憶された数値に１を加算する処理を順次行い、加算後の値を前記記憶領域に更新記憶す
る。なお、更新された数値が最高値、例えば、３５８になった次ぎの処理では、３５８に
１を加算するのではなく、記憶領域に０を記憶する。そして、例えば、所定のタイミング
として、始動口７に遊技球が入賞したタイミング（特図始動センサ７ａから始動信号が入
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力したタイミング）で、記憶領域に記憶された乱数としての数値を抽出することで疑似乱
数を発生するものである。
【００５０】
　なお、＋１方式の乱数をそのまま用いると、例えば、所定時間毎に同じ数値が記憶領域
に記憶されることになり、時間に対してランダムではなく規則性が生じてしまう。そこで
、上述の撹拌用乱数を用いる。
　基本的に、撹拌用乱数も＋１方式の乱数であり、上述の撹拌用乱数更新処理においては
、ＲＡＭ２１ｂに設定された撹拌用乱数の記憶領域において、０から所定数（ここでは３
５８）までの値を撹拌用乱数として用いるとともに、撹拌用乱数更新処理毎に、ＲＡＭ２
１ｂに設定された撹拌用乱数の記憶領域に記憶された数値に１を加算する処理を順次行い
、加算後の値を前記記憶領域に更新記憶する。
　そして、乱数更新処理においては、処理毎に大当り乱数等の乱数に１加算処理するが、
乱数が一周して同じ数値に戻る際に、同じ数値に戻らずに、ＲＡＭ２１ｂの撹拌用乱数の
記憶領域に記憶されている撹拌用乱数値を初期値としてこの初期値を用いる。
【００５１】
　従って、乱数更新処理において、撹拌用乱数の記憶領域から初期値として、例えば、１
１を抽出すると、それ以降、乱数更新処理では、乱数の記憶領域の数値が１１、１２、１
３、…、３５７、３５６、０、…、９、１０というように更新され、そして、乱数が一周
して元の数字に戻る乱数更新処理においては、乱数の記憶領域の数値に１加算することな
く、再び、撹拌用乱数の記憶領域から初期値を抽出して、抽出された初期値を乱数の記憶
領域に更新記憶する。これにより、所定数の乱数が一巡した際に、初期値分だけ時間に対
して乱数にずれが生じ、同じ時間間隔毎に同じ数値が乱数となるのを防止し、＋１方式の
疑似乱数の時間的な規則性を崩すことができる。
【００５２】
　なお、乱数更新処理では、大当り乱数の他に、基本変動パターンすなわち、リーチアク
ションの種類を決める乱数の更新処理や、停止図柄を決める乱数の更新処理が行われる。
そして、リーチアクション用の乱数値は、ＲＡＭ２１ｂの記憶領域に記憶される。また、
停止図柄としては、ハズレの停止図柄の乱数と、大当りの停止図柄の乱数がそれぞれ生成
され、それぞれＲＡＭ２１ｂの大当り停止図柄用記憶領域及びハズレ停止図柄用記憶領域
に更新記憶される。
【００５３】
　次ぎに、スイッチ監視処理として、上述の特図始動センサ７ａ、入賞口センサ８ａ、特
定領域センサ５ｄ、カウントセンサ５ｅ，６ｃから信号入力があるか否か（遊技球の検出
を示す信号が入力されているか否か）を監視する処理を行う（ステップＳ８）。
　そして、特図始動センサ７ａから遊技球の検出を示す信号が入力した場合には、後に詳
細に説明するように、スイッチ監視処理として、始動入賞監視処理が行われる。
　すなわち、始動入賞があった場合に始動記憶を記憶するか、もしくは、変動入賞装置５
を開状態とするフラグをセットする処理を行う。
　また、特定領域センサ５ｄから遊技球の検出を示す信号が入力した場合には、後述の補
助遊技始動処理での判定用に特定領域センサ５ｄがＯＮとなったことを示すフラグをＲＡ
Ｍ２１ｂの前記フラグ用の記憶領域にセットする。
　また、特図始動センサ７ａ、入賞口センサ８ａ、カウントセンサ５ｅ，６ｃから遊技球
を検出した信号が入力した場合には、入出力インタフェース２３の送信バッファに排出発
射制御装置４０に賞球を払い出しを行わせるための賞球コマンドをセットし、次回のタイ
マ割込処理のコマンド送信処理において、排出発射制御装置４０に賞球コマンドを送信さ
せるようにする。
【００５４】
　次ぎに、時分割処理として、後述の特図遊技処理を行うか、後述の補助遊技処理を行う
かを判定する（ステップＳ９）。この例では、変動表示遊技の制御を行う特図遊技処理と
補助遊技の制御を行う補助遊技処理とが時分割で並列処理されるようになっており、タイ
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マ割込処理毎に特図遊技処理と補助遊技処理とが交互に行われる。従って、時分割処理に
おいては、特図遊技処理及び補助遊技処理を交互に切り替える処理を行い、特図遊技処理
及び補助遊技処理を２ｍｓｅｃ毎に行われるようにする。なお、特図遊技処理や補助遊技
処理の説明において、次回のタイマ割込処理と記載する場合があるが、この場合に、次回
とは、特図遊技処理が行われた後に次ぎの特図遊技処理が行われるタイマ割込処理もしく
は補助遊技処理が行われた後に次ぎの補助遊技処理が行われるタイマ割込処理を示すもの
である。
【００５５】
　次ぎに、特図遊技処理においては、始動入賞に基づいて変動表示遊技（特図遊技）を始
動する特図始動処理、変動表示遊技が開始された際に行われる図柄停止監視処理、変動表
示遊技が終了した際の結果態様が特別結果態様となり、特別遊技状態となった場合の大当
り処理（１）の何れかが行われるようになっている（ステップＳ１０）。なお、特図遊技
処理については、後に詳細に説明する。
【００５６】
　補助遊技処理においては、補助遊技の始動、すなわち、変動入賞装置５の作動を開始す
る補助遊技始動処理、補助遊技が行われて特別遊技状態が発生した場合の大当り処理（２
）の何れかが行われる（ステップＳ１１）。なお、補助遊技処理については、後に詳細に
説明する。
【００５７】
　外部情報編集処理は、例えば、特図遊技処理及び補助遊技処理における変動表示遊技及
び補助遊技の始動、変動表示遊技の停止、大当りの発生、後述する特殊遊技状態の発生等
を示す信号や、発射装置４２や排出装置４１を含む各種センサからの入力に基づく入球数
、出球数等をカウントするため信号等を編集して入出力インタフェース２３の図示しない
出力バッファにセットする（ステップＳ１２）。そして、例えば、上述の出力処理等にお
いて、外部の管理装置に信号を出力する。
　そして、以上の処理が、１ｍｓｅｃより短い時間で行われ、最後に待避したレジスタの
データを復帰するとともに、割込を許可する処理を行いタイマ割込処理を終了する（ステ
ップＳ１３）。
【００５８】
　次ぎに、上述のスイッチ監視処理としての始動入賞監視処理を、図４のフローチャート
を参照して説明する。
　始動入賞監視処理においては、始動入賞が有るか否か、すなわち、始動口７に遊技球が
入賞して、特図始動センサ７ａから遊技球の検出を示す信号が入力しているか否かが判定
され（ステップＳ２１）、入力していない場合には、スイッチ監視処理の始動入賞処理を
終了する。
　また、特図始動センサ７ａから遊技球の検出を示す信号が入力しており、始動入賞有り
と判定された場合には、上述のＲＡＭ２１ｂの始動記憶の記憶領域に空きがあるか否か、
すなわち、（特図）始動記憶数が上限となっているか否かが判定される（ステップＳ２２
）。
【００５９】
　始動記憶数が上限となっていなければ、始動記憶数に１加算する（ステップＳ２３）。
そして、上述の乱数更新処理により、更新記憶されている大当り判定用の乱数の記憶領域
に記憶されている乱数を抽出し、これをＲＡＭ２１ｂの大当り判定を行う乱数を記憶する
記憶領域（順次乱数値が記憶更新される記憶領域とは異なる特図判定用記憶領域）に記憶
する（ステップＳ２４）。なお、この際には、基本変動パターン、すなわちリーチアクシ
ョン判定用の乱数も抽出されてＲＡＭ２１ｂのリーチアクション判定用記憶領域に記憶さ
れる。また、大当り停止図柄の乱数及びハズレ停止図柄の乱数がそれそれの更新記憶用の
記憶領域から抽出さる。
　なお、これら大当り、基本変動パターン、大当り停止図柄及びハズレ停止図柄用の乱数
は、それぞれ、始動記憶に関連づけて記憶されることになり、複数の始動記憶が記憶され
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た状態では、それぞれの始動記憶毎に、大当り乱数、基本変動パターンの乱数、大当り停
止図柄の乱数、ハズレ停止図柄の乱数が抽出された状態となる。そして、始動入賞監視処
理を終了する。
【００６０】
　また、始動入賞が有り、始動記憶数が上限となっている場合には、補助遊技始動入賞フ
ラグを、ＲＡＭ２１ｂの補助遊技始動入賞フラグ用の記憶領域にセットして（ステップＳ
２５）、始動入賞監視処理を終了する。
　以上の処理により、遊技制御装置２０は、始動口７へ遊技球が入賞することに基づいて
生じ、未だ変動表示遊技の実行に用いられていない始動権利を所定の上限数の範囲内で始
動記憶として記憶可能な始動記憶手段として機能し、且つ、始動記憶数が上限数か否かを
判定する始動記憶数判定手段として機能するとともに、始動口への遊技球の入賞時に前記
始動記憶数判定手段で始動記憶数が上限数と判定された場合は、補助遊技の始動条件（こ
こでは、補助遊技始動入賞フラグのセットが始動条件となる）を成立させる始動変更制御
手段として機能する。
　なお、上述のように求められた特図始動記憶数に基づき、出力処理において、特図記憶
表示器４ｂのＬＥＤの点灯の制御が行われ、特図始動記憶数が特図記憶表示器４ｂに表示
される。
【００６１】
　次ぎに、図５のフローチャートを参照して、特図遊技処理を説明する。なお、特図遊技
処理には、上述のように特図始動処理、図柄停止監視処理、大当り処理（１）があり、特
図始動処理の処理番号が１とされ、図柄停止監視処理の処理番号が２とされ、大当り処理
（１）が処理番号３とされている。この処理番号は、ＲＡＭ２１ｂの処理番号の記憶領域
に記憶され、特図遊技処理により順次書き換えられるようになっている。そして、基本的
には、電源投入時には、初期化処理によりＲＡＭ２１ｂの処理番号の記憶領域に１が記憶
されて処理番号が１とされる。そして、特図遊技処理においては、特図始動処理が行われ
る。また、特図始動処理が行われ、且つ、変動表示遊技が開始される場合には、処理番号
が２とされて前記記憶領域に記憶され、変動表示遊技が開始されない場合は、処理番号が
１のままとなる。
【００６２】
　そして、処理番号が２の場合には、図柄停止監視処理が行われ、図柄停止監視処理にお
いて大当り判定がハズレと確定された場合には処理番号が１とされ、大当り判定が大当り
と確定された場合には処理番号が３とされる。
　そして、処理番号が３の場合には、大当り処理（１）が行われ、大当り処理（１）によ
る特別遊技状態が終了する際に、処理番号が１とされる。
【００６３】
　そして、特図遊技処理において、ＲＡＭ２１ｂの特図遊技処理用の処理番号を読出し、
処理番号に基づいて処理が分岐し（ステップＳ３１）、処理番号が１の場合に特図始動処
理が行われ（ステップＳ３２）、処理番号が２の場合に図柄停止監視処理が行われ（ステ
ップＳ３３）、処理番号が３の場合に大当り処理が行われる（ステップＳ３４）。
【００６４】
　次ぎに、特図始動処理を図６に示すフローチャートを参照して説明する。
　特図始動処理においては、特賞開放フラグがセットされているか否かを判定し（ステッ
プＳ４１）、特賞開放フラグがセットされている場合には、特図始動処理を終了する。こ
こで、特賞開放フラグとは、特別遊技状態、すなわち、大当り状態となって特別変動入賞
装置６を作動させる際にセットされるもので、特別遊技状態中は、変動表示遊技を開始し
ないように制御するためにセットされたものである。
　なお、変動表示遊技においては、特図遊技処理により、上述のように特図始動処理と大
当り処理とが処理番号により分けられており、変動表示遊技を開始する特図始動処理と特
別遊技状態の遊技を行う大当り処理とが同時に行われることがなく、大当り中に変動表示
遊技が行われることがない。しかし、補助遊技により特別遊技状態が発生した場合には、
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大当り中に変動表示遊技が開始される可能性があるので、補助遊技で大当りとなって特別
遊技状態となった場合には、特賞開放フラグがセットされ、大当り中（特別遊技状態中）
に、変動表示遊技が開始されないように制御している。
【００６５】
　そして、特図開放フラグがセットされていない場合には、次ぎに、始動記憶数が０より
大きいか、すなわち、始動記憶が有るか無いかが判定される（ステップＳ４２）。そして
、始動記憶数が０、すなわち、始動記憶が無い場合には、特図始動処理を終了する。すな
わち、変動表示遊技は、始動口７への遊技球の入賞に基づいて、始動記憶が記憶されてい
る場合にだけ行われる。
【００６６】
　次ぎに、始動記憶数が１以上の場合には、特図始動記憶数から１減算する処理を行う（
ステップＳ４３）。すなわち、変動表示遊技が行われる度に始動記憶が消化される。次ぎ
に特殊遊技フラグがセットされているか否かを判定する（ステップＳ４４）。
　ここで特殊遊技フラグとは、後述する図柄停止監視処理において、変動表示遊技の結果
態様が特定結果態様（上述のようにこの例では、奇数となる数字のぞろ目）となった場合
にセットされるもので、特別結果態様の一部である特定結果態様となった後、特別遊技状
態が行われ、通常の遊技状態に戻った際に、特殊遊技フラグがセットされていると、上述
のように始動記憶数の上限数が例えば、４～２に減少されるように制御される。
【００６７】
　従って、特殊遊技フラグがセットされていない場合には、（特図）始動記憶数の上限数
が例えば通常の４とされ、特殊遊技フラグセットされている場合には、始動記憶数が２よ
り大きいか否か、すなわち、２以下か否かが判定される（ステップＳ４５）。そして、始
動記憶数が２より大きくない場合、すなわち、２以下の場合には、始動記憶の上限数が通
常の４から２に減少させられる（ステップＳ４６）。ここで、始動記憶数が３以上の状態
で（なお、この段階では、ステップＳ４３で始動記憶数が１減算されているので、始動記
憶数の上限数を４とすると、４以上はあり得ない。）始動記憶数の上限数を２としてしま
うと、未だ、変動表示遊技の実行に用いられていない始動記憶（始動権利）が１つ消去さ
れてしまうことになる。
【００６８】
　そこで、始動記憶数が２より大きい場合には、まず、始動記憶の上限数から１減算し、
上限数を３とする（ステップＳ４７）。これにより、始動記憶数が３であっても始動記憶
が消去されることはない。この場合に、次ぎの特図始動処理までに始動入賞が無い場合に
は、ステップＳ４３で始動記憶数から１減算されることにより、始動記憶数は２となり、
ステップＳ４５において、始動記憶数の元の上限数４から２が減算され、上限数が２とさ
れるが、始動記憶数が２なので、始動記憶が消去されることはない。なお、次ぎの特図始
動処理までに始動入賞があった場合には、基本的にまたステップＳ４７で設定された上限
数４から１減算される。なお、上述のようにステップＳ４６、ステップＳ４７における上
限数とは、減算された上限数ではなく、予め設定された上限数であり、上限数がこの例で
設定された減少後の所定数（例えば２）より低くされることはない。
【００６９】
　以上の処理により、変動表示遊技の結果態様が特定結果態様となり、特殊遊技状態とな
った場合には、始動記憶数の上限数が減少させられることになる。また、始動記憶数の上
限数を減少する場合に、現状の始動記憶数より上限数が小さくならないように、上限数を
現状の始動記憶数以上となるように設定し、始動記憶数が減少した際に、さらに、上限数
を減少するようになっている。従って、前記始動記憶手段としての遊技制御装置２０は、
変動表示遊技の結果態様が特定結果態様となった場合に、前記始動記憶の上限数を減少さ
せる上限数変更制御手段を備えていることになる。
　なお、特殊遊技状態においては、例えば、特図記憶表示器４ｂにおいて、ＬＥＤの色の
変動等により、上限数が減少していることを表示するとともに、変動表示装置４の演出表
示や、装飾用ランプ・ＬＥＤ１５の点灯（点滅）状態等の演出により、遊技者に特殊遊技
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状態であることを示唆（表示）するようになっている。
【００７０】
　次ぎに、上述のスイッチ監視処理の始動入賞監視処理で、取得されて始動記憶に関連づ
けて特図判定用記憶領域に記憶された乱数値を取得して、予めＲＯＭ２１ｃに記憶された
大当り判定値（ここでは、０～３５８の乱数の範囲内の１つの数値）と比較して、大当り
判定を行う（ステップＳ４８）。この場合に、取得された乱数値と大当り判定値とが一致
する場合に大当りと判定され、一致しない場合にハズレと判定される。
　そして、大当り判定の判定結果を特賞判定フラグに記憶する（ステップＳ４９）。例え
ば、大当りの場合に特賞判定フラグをセットし、ハズレの場合に特賞判定フラグをクリア
する。なお、特賞判定フラグは、後述の処理で大当りか否かを判断するために用いられる
とともに、後述の補助遊技処理の補助遊技始動処理において、開始時に大当りと判定され
た変動表示遊技中は、補助遊技を行わないように制御する際に、現在行われている変動表
示遊技が大当りか否かを判定するために用いられる。
【００７１】
　以上の処理から遊技制御装置２０は、始動口７への遊技球の入賞に基づいて乱数値を抽
出し（始動入賞監視処理で行われる）、変動表示遊技の開始時に抽出した乱数値が大当り
判定値か否かを判定し、該乱数値が大当り判定値の場合に前記特別遊技状態を発生する制
御を行なわせるための大当り判定手段として機能する。
【００７２】
　次ぎに、基本変動パターン、すなわち、リーチアクションを判定するための乱数値をリ
ーチアクション用記憶領域から今回の始動記憶に対応するものが取得され、リーチアクシ
ョン用の判定テーブルと比較されて、リーチアクションが決定されるか、リーチアクショ
ン無しが決定される（ステップＳ５０）。次ぎに、決定されたリーチアクションに基づい
て処理を分岐する（ステップＳ５１）。そして、各リーチアクションの情報もしくはリー
チアクション無しの情報を演出制御装置３０へ送信するコマンド用に設定されて記憶され
る。すなわち、リーチアクション１～リーチアクションＮまでのうちの決定されたリーチ
アクションの情報を設定するか、リーチアクション無しを設定する（ステップＳ５２（１
）～ステップＳ５２（Ｎ））。なお、ここでリーチアクションの情報とは、基本的に、変
動表示遊技の実行時間（特図表示時間）であり、コマンドとしてリーチアクションの情報
が送信された演出制御装置３０は、リーチアクション情報の主に変動表示遊技の実行時間
の情報に対応して、実際の詳細なリーチアクションを決定するようになっている。
【００７３】
　次ぎに、上述の特賞判定フラグが大当りか否かを判定する（ステップＳ５３）。そして
、特賞判定フラグが大当りの場合には、上述の大当り停止図柄格納領域より今回の始動記
憶に該当する停止図柄を取得する（ステップＳ５４）。
　また、特賞判定フラグが大当りでない場合には、上述のリーチアクション判定において
、リーチアクション（１～Ｎ）と判定されたか否か、すなわち、リーチアクション（１～
Ｎ）と判定されたか、リーチアクション無しと判定されたかを判定する（ステップＳ５５
）。そして、リーチアクション無しと判定された場合には、ハズレ停止図柄格納領域から
今回の始動記憶に該当するハズレ停止図柄を所得する（ステップＳ５６）。
【００７４】
　また、リーチアクション有りと判定された場合には、大当り停止図柄格納領域から今回
の始動記憶に該当する大当り停止図柄を取得した後に、各リーチアクション（１～Ｎ）の
うちの判定されたリーチアクションに適合するようにリーチ停止図柄を作成する。ここで
は、大当り停止図柄は、三つの数字が同じぞろ目の停止図柄となるが、そのうちの最後に
停止する図柄を変更することで、リーチでハズレとなる停止図柄を作成することになる（
ステップＳ５７）。
【００７５】
　そして、上述のように大当り、ハズレのリーチ、リーチとならないハズレの何れかに対
応して取得された停止図柄を、演出制御装置３０へコマンドとして送信するために、停止
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図柄格納領域に記憶する（ステップＳ５８）。
　次ぎ、特図遊技中フラグをセットする（ステップＳ５９）。特図遊技中フラグは、補助
遊技において大当りが発生し、特別遊技状態として特別変動入賞装置を作動させる際に、
変動表示遊技中は、特別遊技状態とするのを遅延させて、変動表示遊技が終了した際に、
補助遊技の大当りに基づく特別遊技状態を発生させるためのものである。
【００７６】
　次ぎに、変動表示遊技が始動することに基づいて、処理番号を２に設定し、次ぎのタイ
マ割込処理における特図遊技処理では、処理番号２の図柄停止監視処理を行うように設定
し（ステップＳ６０）、特図始動処理を終了する。
【００７７】
　そして、以上の特図始動処理では、処理番号が１、すなわち、変動表示遊技中でも変動
表示遊技に基づく特別遊技状態でもない場合で、且つ、特賞開放フラグがセットされてお
らず補助遊技に基づく特別遊技状態でもない場合に、変動表示遊技を始動する処理が行わ
れ、開始される変動表示遊技の大当りかハズレかが決定されるとともに、停止図柄とリー
チアクションの有無、リーチアクションが有る場合のリーチアクションの基本的な種類が
決定される。
　そして、次回のタイマ割込処理のコマンド送信処理において、コマンドとして、変動表
示遊技の開始を示す情報と、リーチアクションの種類としての基本変動パターンの情報と
、停止図柄の情報とが遊技制御装置２０から演出制御装置３０に送信される。これらのコ
マンドが入力された演出制御装置３０は、コマンドに対応して詳細な変動表示内容を確定
し（長いリーチアクションにおいては、最初の部分の表示内容だけが確定し、表示中にそ
れ以降の表示内容が順次確定する場合もある）、確定された表示内容に従って演出制御装
置３０の制御の元に変動表示装置４において変動表示遊技としての表示が行われる。
【００７８】
　そして、特図始動処理で変動表示遊技を始動する処理が行われると、上述のように処理
番号に２が設定され、次回のタイマ割込処理の特図遊技処理では、処理番号が２とされた
図柄停止監視処理が行われる。
　ここで、図７のフローチャートを参照して、図柄停止監視処理を説明する。図柄停止監
視処理は、上述の特図始動処理により、上述のように演出制御装置３０の制御により変動
表示装置４で変動表示遊技の表示が行われている状態で、変動表示遊技の実行時間が終了
した際に、遊技制御装置２０から演出制御装置３０に変動表示遊技を終了して停止図柄を
表示するように指示するコマンドを出力するとともに、変動表示遊技が大当りの場合に、
特別遊技状態に移行させるためのものである。
【００７９】
　そして、図柄停止監視処理においては、停止監視終了フラグがあるか否かが判定される
（ステップＳ６１）。停止監視終了フラグは、ＲＡＭ２１ｂの停止監視終了フラグの記憶
領域にセットされるもので、上述の特図変動時間（リーチアクション１～Ｎ、及びリーチ
アクション無しに対応して特図始動処理で決定されている）がタイムアップした際に停止
監視終了フラグがＯＮとされる。
　そして、変動表示遊技が開始された直後におけるタイマ割込処理の特図遊技処理（図柄
停止監視処理）では、特図変動時間がタイムアップしていないので、停止監視終了フラグ
はセットされておらず、次ぎに特図変動時間がタイムアップしているか否かが判定される
（ステップＳ６２）。そして、変動表示遊技が開始された直後は、特図変動時間がタイム
アップしていないので、図柄停止監視処理を終了する。
【００８０】
　すなわち、特図表示時間がタイムアップするのを待つ処理が行われ、変動表示時間がタ
イムアップしてから最初の特図遊技処理が行われるタイマ割込処理において、ステップＳ
６１で停止監視終了フラグ無しと判定され、ステップＳ６２で特図表示時間がタイムアッ
プしたと判定される。そして、特図表示時間がタイムアップした際には、停止監視終了フ
ラグをセットする（ステップＳ６３）。
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　次ぎに、停止図柄表示フラグがセットされているか否かを判定する（ステップＳ６４）
。停止図柄表示フラグは、変動表示遊技において特図表示時間がタイムアップして変動表
示が終了して図柄が停止表示された状態で、例えば、直ぐに次ぎの変動表示遊技が開始さ
れてしまうと、一瞬しか停止図柄が表示されず、遊技者が停止図柄を確認できないので、
所定の停止図柄表示時間が経過するまで、次ぎの変動表示遊技を開始できないようにする
制御で用いられるものである。
【００８１】
　ここでは、特図表示時間が経過して最初の図柄停止監視処理なので、停止図柄表示時間
がセットされておらず、当然、停止図柄表示時間が経過していないので、停止図柄表示フ
ラグがセットされていない。そして、停止図柄表示フラグが無い場合には、遊技制御装置
２０から演出制御装置３０に送信されるコマンドとなる情報としての図柄停止情報を上述
の送信バッファにセットする（ステップＳ６５）。これにより、次回のタイマ割込処理の
コマンド送信処理において、演出制御装置３０に図柄停止情報が送信される。演出制御装
置３０においては、基本変動パターン（リーチアクションの種類（リーチアクション無し
を含む））の情報として特図表示時間を示す情報を変動表示遊技開始時に得ており、特図
表示時間に対応する変動表示パターン（リーチの場合にはリーチアクションの変動表示パ
ターン）で変動表示装置４に変動表示遊技を表示しており、特図表示時間が経過した際に
は、変動表示が終了し停止図柄を表示する状態となっているが、遊技制御装置２０からの
図柄停止コマンドの受信により変動表示装置４に、完全に確定した状態に停止図柄を停止
表示する。
【００８２】
　次ぎに上述の停止図柄表示時間をセットする（ステップＳ６６）。次ぎに上述の停止図
柄表示フラグをセットする（ステップＳ６７）。そして、停止図柄表示時間がタイムアッ
プしたか否かを判定する（ステップＳ６８）。ここでは、停止図柄表示時間がセットされ
た直後なので、停止図柄表示時間はタイムアップしておらず、図柄停止監視処理を終了す
る。
　すなわち、変動表示遊技が終了して停止図柄が表示された段階で、停止図柄表示時間が
経過するのを待つ状態となり、停止図柄を遊技者が確認するのに十分な時間だけ表示する
ようにしている。
【００８３】
　そして、停止図柄表示時間が経過した最初の特図遊技処理を行うタイマ割込処理では、
処理番号２の図柄停止監視処理において、ステップＳ６１で停止監視終了フラグ有りと判
定されて、ステップＳ６４に進み、ステップＳ６４で停止図柄表示フラグ有りと判定され
て、ステップＳ６８に進む。そして、ステップＳ６８で、停止図柄表示時間タイムアップ
と判定される。
　そして、停止図柄表示時間がタイムアップした場合には、上述の特図遊技中フラグをク
リアする（ステップＳ６９）。これにより、後述するように補助遊技で大当りとなってい
る場合に、変動表示遊技終了後に特別遊技状態（大当り）とすることができる。
【００８４】
　次ぎに停止監視終了フラグ及び停止図柄表示フラグをクリアし（ステップＳ７０）、次
回の変動表示遊技の際に再び上述のように図柄停止監視処理を開始できるようにする。
次ぎに、停止図柄が表示された変動表示遊技が大当りとなっているかを記憶した特賞判定
フラグを読出して判定する（ステップＳ７１）。
大当りでない場合には、変動表示遊技が終了したことにより、変動表示遊技が開始可能と
なるので、処理番号を１に設定し（ステップＳ７２）、次回のタイマ割込処理の特図遊技
処理においては、特図始動処理が行われる状態として、図柄停止監視処理を終了する。
　一方、判定結果が大当りの場合には、次ぎに、特殊遊技フラグをクリアする（ステップ
Ｓ７３）。なお、特殊遊技フラグは、上述のように変動表示遊技の結果態様が特定結果態
様として奇数のぞろ目となった場合に、始動記憶数の上限数を減少させる特殊遊技状態を
発生させるためのものである。
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【００８５】
　そして、ここでは、特別遊技状態となる前の遊技状態が通常の遊技状態ではなく、特殊
遊技状態となっていた可能性があるので、特殊遊技フラグをクリアすることにより、特別
遊技状態が発生する際に、特殊遊技状態を終了する。すなわち、特殊遊技状態は、この例
において、特定結果態様となった後の特別遊技状態が終了した際に特殊遊技状態となり、
特殊遊技状態から特別遊技状態が発生する際に、特殊遊技状態が終了する。
　次いで、変動表示遊技が大当りとなったので、処理番号を３に設定する（ステップＳ７
４）。次ぎに、特殊大当りか否かを判定する（ステップＳ７５）。ここで、特殊大当りと
は、結果態様が特別結果態様で、且つ、特別結果態様の一部である特定結果態様となった
大当りであり、大当りとしての特別遊技状態が終了した後に上述のように特殊遊技状態と
なる大当りである。
【００８６】
　特殊大当りでない場合には、今回の特別遊技状態が発生する前に特殊遊技状態とされて
特図始動処理により始動記憶数の上限数が２に減少されていた可能性があるので、始動記
憶数の上限数を４とする処理を行い（ステップＳ７６）、特殊大当りの場合には、特殊遊
技フラグをセットして（ステップＳ７７）、特別遊技状態終了後の次ぎの特図始動処理で
上述のように上限数を減少させる処理が行われるようにして図柄停止監視処理を終了する
。
【００８７】
　そして、変動表示遊技が大当りとなった場合には、図柄停止監視処理により、処理番号
が３とされて、次回のタイマ割込処理の特図遊技処理においては、処理番号３の大当り処
理（１）が行われることになる。すなわち、変動表示遊技の結果態様が特別結果態様とな
ったことに基づく大当り処理（１）が行われる。なお、この大当り処理（１）は、補助遊
技が大当りとなった場合の大当り処理（２）とほぼ同様に行われるので、補助遊技による
大当り処理（２）の説明の際に、変動表示遊技による大当り処理（１）を合わせて説明す
る。
【００８８】
　次ぎに、特図遊技処理と並列に処理される補助遊技処理について、図８のフローチャー
トを参照して説明する。補助遊技処理においても特図遊技処理と同様に、ＲＡＭ２１ｂに
記憶される処理番号（補助遊技処理用）で処理が選択されるようになっており、補助遊技
処理には、補助遊技を始動するための処理番号１の補助遊技始動処理と、補助遊技で大当
りとなった場合に大当りの制御を行う処理番号２の大当り処理（２）とがある。
【００８９】
　そして、補助遊技処理では、ＲＡＭ２１ｂの補助遊技処理用の処理番号を読出し、処理
番号に基づいて処理を分岐し（ステップＳ８１）、処理番号が１の場合に補助遊技始動処
理が行われ（ステップＳ８２）、処理番号が２の場合に大当り処理が行われる（ステップ
Ｓ８３）。
【００９０】
　次ぎに、図９のフローチャートを参照して補助遊技始動処理を説明する。
　補助遊技始動処理においては、まず、上述の特賞判定フラグが大当りか否かを判定する
（ステップＳ９１）。そして、特賞判定フラグが大当りの場合は、補助遊技始動入賞をク
リアして補助遊技始動処理を終了する。
　すなわち、特賞判定フラグが大当りとなっている場合には、大当りとなる変動表示遊技
が行われている状態なので、上述のスイッチ監視処理の始動入賞処理において、補助遊技
始動入賞フラグがセットされていても、補助遊技を始動しないようにしている。すなわち
、遊技制御装置２０は、大当りとなる変動表示遊技中は、補助遊技の始動を禁止するよう
に制御している。
【００９１】
　これは、大当りとなる変動表示遊技中に補助遊技を実行した場合に、補助遊技も大当り
となる可能性があり、補助遊技が大当りとなると、変動表示遊技の大当りと補助遊技の大
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当りとがほぼ同時期に成立してしまうが、同時期に２つの遊技による大当りが成立するの
を防止するための処理である。また、変動表示遊技中に補助遊技の始動条件が成立し、補
助遊技始動フラグがセットされても補助遊技が行われない場合には、変動表示遊技が大当
りとなっていることになり、補助遊技の始動条件が成立しても補助遊技が始動しないこと
が大当り告知として機能することになる。
　このような処理により、遊技制御装置２０は、始動記憶数が上限数で始動口７に遊技球
が入賞した場合でも、前記大当り判定手段としての遊技制御装置２０に前記乱数値が大当
り判定値と判定された変動表示遊技中は前記補助遊技の実行を禁止する制御を行う補助遊
技禁止制御手段として機能する。
【００９２】
　特賞判定フラグが大当りとなっていない場合には、有効期間フラグが有るか否かが判定
される（ステップＳ９２）。ここで、変動入賞装置５における補助遊技においては、変動
入賞装置５の開閉部材５ａ、５ａが所定時間だけ開状態となり、開状態となっている間に
遊技球が変動入賞装置５に入賞した場合に、特定領域５ｂを遊技球が通過すれば大当りと
なるが、不正行為等により、変動入賞装置５が開状態となっていないのに、遊技球が特定
領域５ｂを通過しても大当りとしないように、変動入賞装置が開状態となってから有効期
間を計時し、有効期間が経過した後に遊技球が特定領域５ｂを通過しても（特定領域セン
サ５ｄから遊技球の検出を示す信号が入力しても）大当りとしないようになっている。
　なお、有効期間は、変動入賞装置５が開状態となる所定時間よりも少し長いものとされ
、変動入賞装置５が開状態から閉状態となる直前に、変動入賞装置５に入賞（流入）した
遊技球が特定領域５ｂを通過する際に、有効期間が切れてしまわないようになっている。
【００９３】
　そして、有効期間フラグは、有効期間の計時を開始する際にセットされ、有効期間が経
過した際に削除されるようになっている。
　電源投入後に最初に補助遊技開始処理が行われた場合には、未だ、有効期間フラグがセ
ットされていないので、次に、上述の補助遊技始動入賞フラグがセットされているか否か
が判定される（ステップＳ９３）。すなわち、上述のスイッチ監視処理において、始動記
憶数が上限数で、始動口７への始動入賞があった場合に補助遊技始動入賞フラグがセット
されており、補助遊技始動入賞フラグがセットされることにより、補助遊技の始動条件が
成立したことになる。
【００９４】
　補助遊技始動入賞フラグがセットされていない場合には、補助遊技の始動条件が成立し
ていないので、ステップＳ９８で、補助遊技始動入賞フラグをクリアして（この場合には
、補助遊技始動入賞フラグが無いので必ずしもクリアする必要はない）、補助遊技始動処
理を終了する。
　そして、補助遊技始動入賞フラグがセットされている場合には、補助遊技を開始するた
めに、変動入賞装置５の開閉部材５ａ、５ａを開状態とする所定時間としての開放時間を
セットする（ステップＳ９４）。
【００９５】
　次ぎに、上述の有効期間フラグをセットする（ステップＳ９５）とともに、有効時間を
タイマにセットする（ステップＳ９６）。そして、開閉部材５ａ、５ａを駆動する開閉ソ
レノイド５ｃを作動させて、開閉部材５ａ、５ａを開状態とするための開閉ソレノイド１
ＯＮ情報を入出力インタフェース２３の出力バッファにセットする（ステップＳ９７）。
これにより次回のタイマ割込処理の出力処理において、開閉ソレノイド５ｃに駆動信号が
出力され、開閉ソレノイド５ｃが作動して、変動入賞装置５が開状態となる。そして、開
閉ソレノイド１ＯＮ情報をセットしたら、ステップＳ９８において、補助遊技始動入賞フ
ラグは必要ないので消去する。
【００９６】
　次回のタイマ割込処理の補助遊技処理においては、処理番号が１のままなので、補助遊
技始動処理が再び行われ、特賞判定フラグが大当りとなっていなければ、ステップＳ９２



(21) JP 2011-229965 A 2011.11.17

10

20

30

40

50

において、上述のようにセットされた有効期間フラグ有りと判定される。
　次ぎに、上述のようにセットされた開放時間がタイムアップしたか否かが判定され（ス
テップＳ９９）、タイムアップしていれば、開閉ソレノイド５ｃを開閉部材５ａ、５ａが
閉じた状態となるように、開閉ソレノイド１ＯＦＦ情報を入出力インタフェースの出力バ
ッファにセットする（ステップＳ１００）。すなわち、開放時間がタイムアップしていな
ければ、開閉ソレノイド１ＯＦＦ情報をセットせず、開放時間がタイムアップするのを待
つ状態となり、タイムアップしていれば、開閉ソレノイド１ＯＦＦ情報をセットする。そ
して、開閉ソレノイド１ＯＦＦ情報がセットされると、次回のタイマ割込処理の出力処理
で、変動入賞装置５の開閉部材５ａ、５ａを閉じた状態とするように、開閉ソレノイド５
ｃをＯＦＦとする制御が行われることになる。
【００９７】
　次ぎに、有効期間がタイムアップしたか否かを判定し（ステップＳ１０１）、有効期間
がタイムアップした場合には、有効期間フラグをクリアする。すなわち、有効期間がタイ
ムアップしていなければ、有効期間フラグをクリアせず、有効期間がタイムアップした場
合にだけ有効期間フラグをクリアする（ステップＳ１０２）。ここで、有効期間フラグを
クリアすると、次回のタイマ割込処理以降、再び変動入賞装置が開状態となるまで、後述
する特定領域センサ５ｄがＯＮか否かの判定が行われなくなり、有効期間後に、遊技球が
変動入賞装置５の特定領域５ｂを通過しても、大当り（特別遊技状態）となることがない
。また、開放時間よりも有効期間が長いので、有効期間フラグがクリアされる前に開閉ソ
レノイド１ＯＦＦ情報が何度もセットされる可能性があるが、基本的に開閉ソレノイド１
ＯＦＦ情報がセットされて、１回、開閉ソレノイド５ｃがＯＦＦとなれば、そのあと何度
開閉ソレノイド１ＯＦＦ情報がセットされても開閉ソレノイド５ｃには変化がない。なお
、開閉ソレノイド５ｃがＯＮとなった後に、１回だけ開閉ソレノイド１ＯＦＦ情報がセッ
トされるようにしても良い。
【００９８】
　次ぎに、変動入賞装置５の特定領域５ｂを遊技球が通過して、特定領域センサ５ｄがＯ
Ｎとなっているかが判定される（ステップＳ１０３）。なお、特定領域センサ５ｄがＯＮ
か否かは、タイマ割込処理のスイッチ監視処理において監視されており、今回のタイマ割
込処理のスイッチ監視処理において、例えば、特定領域センサ５ｄがＯＮの場合に対応す
るフラグが上述のようにＯＮとなっている。
　そして、特定領域センサ５ｄがＯＮとなっていなければ、補助遊技始動入賞フラグをク
リアして補助遊技始動処理を終了する。なお、有効期間がタイムアップするまで、補助遊
技始動処理毎に補助遊技始動入賞フラグがクリアされることになるので、変動入賞装置５
が開状態となって有効期間が終了するまで、補助遊技の始動条件が成立しても変動入賞装
置５を開状態とする処理は行われず、変動入賞装置５が開状態となっている間に補助遊技
の始動条件が成立しても開状態となる期間が延長されるような処理は行われない。また、
変動入賞装置５において開状態から閉状態となった直後に補助遊技の始動条件が成立して
も、有効期間内の場合には、変動入賞装置５が開状態とはならない。
【００９９】
　一方、特定領域センサ５ｄがＯＮの場合には、開閉ソレノイド１ＯＦＦ情報がセットさ
れる（ステップＳ１０４）。すなわち、変動入賞装置５の特定領域５ｂを遊技球が通過し
た場合には、未だ開放時間が経過していなくとも、変動入賞装置５において、開閉ソレノ
イド５ｃがＯＦＦとされて、開閉部材５ａ、５ａが閉じた状態となる（特定領域センサ５
ｄがＯＮとなった際に既に開放時間が経過している場合には、開放時間がタイムアップし
た際に既に開閉部材５ａ，５ａが閉じた状態となっている）。次ぎに、有効期間フラグが
クリアされ（ステップＳ１０５）、処理番号を２に設定する（ステップＳ１０６）。従っ
て、次回のタイマ割込処理の補助遊技処理では、処理番号２の大当り処理（２）が行われ
ることになる。
　そして、補助遊技始動入賞フラグをクリアして（ステップＳ９８）、補助遊技始動処理
を終了する。
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【０１００】
　従って、補助遊技が行われ、変動入賞装置５が開状態となった際には、所定時間だけ開
状態となるとともに、開状態となってから有効期間が過ぎるまでの間に、開状態の間に変
動入賞装置５に入賞した（受け入れられた）遊技球が特定領域５ｂを通過すれば、大当り
となって大当り処理（２）により特別遊技状態での特別変動入賞装置６によるサイクル遊
技が行われることになる。
　以上の処理により、遊技制御装置２０は、始動条件の成立により変動入賞装置５を所定
時間開状態に変換する補助遊技を実行する補助遊技制御手段として機能する。
【０１０１】
　次ぎに、補助遊技処理における処理番号２の大当り処理（２）を説明する。なお、この
大当り処理（２）は、補助遊技で大当りとなった場合の処理であるが、前述の変動表示遊
技による大当り処理（１）も合わせて説明する。
　図１０のフローチャートに示すように、まず、上述の特図遊技中フラグ有りか否かが判
定される（ステップＳ１１１）。すなわち、上述の特図始動処理において変動表示遊技を
開始する際に、特図遊技中フラグがセットされ、図柄停止監視処理で変動表示遊技が終了
する際に、特図遊技中フラグがクリアされるので、特図遊技中フラグがＯＮの状態は、変
動表示遊技中を示すものとされている。従って、特図遊技中フラグがＯＮか否かを判定す
ることにより、変動表示遊技中か否かを判定することができる。そして、特図遊技中フラ
グがＯＮの場合に変動表示遊技中となり、変動表示遊技中は、補助遊技による特別遊技状
態の発生を遅延させ、特図遊技中フラグがＯＦＦとされて変動表示遊技が終了したと確認
された際に、補助遊技により成立した特別遊技状態での遊技が行われることになる。
【０１０２】
　従って、遊技制御装置２０は、補助遊技で遊技球が特定領域５ｂを通過して特別遊技状
態の発生条件が成立した場合に、前記変動表示遊技中か否かを判定する変動表示遊技中判
定手段として機能し、さらに、変動表示遊技中判定手段で、変動表示遊技中と判定された
場合には変動表示遊技が終了するまで特別遊技状態の発生を遅延させる特別遊技状態発生
遅延手段として機能する。
【０１０３】
　次ぎに特賞開放フラグが有るか否かが判定され（ステップＳ１１２）、特賞開放フラグ
が無い場合に、特賞開放フラグがセットされる（ステップＳ１１３）。特賞開放フラグは
、大当り処理で用いられるフラグであるとともに、特図始動処理において、補助遊技によ
る特別遊技状態中は、上述のように、変動表示遊技を行わないようにするために用いられ
るようになっている。
【０１０４】
　次ぎに、特賞開放時間をＲＡＭ２１ｂのタイマ領域にセットし（ステップＳ１１４）、
開閉ソレノイド２ＯＮ情報を入出力インタフェース２３の出力バッファにセットする（ス
テップＳ１１５）。そして、大当り処理を終了する。なお、この開閉ソレノイド２ＯＮ情
報は、特別変動入賞装置６の開閉扉６ａを開閉駆動する開閉ソレノイド６ｄを制御するた
めの情報であり、開閉ソレノイド２ＯＮ情報をセットすることで、次回のタイマ割込処理
の出力処理において、開閉ソレノイド６ｄに開閉ソレノイド６ｄをＯＮとする制御信号が
出力され、これにより開閉ソレノイド６ｄが作動して開閉扉６ａが開状態となる。
【０１０５】
　次回のタイマ割込処理の補助遊技処理では、処理番号が２のままで、再び大当り処理が
行われるとともに、特賞開放フラグがＯＮとされることにより、変動表示遊技が開始され
ないので、ステップＳ１１１において特図遊技中フラグがＯＮと判定されることなく、ス
テップＳ１１２において特賞開放フラグ有りと判定され、ステップＳ１１６に進む。
そして、特賞開放時間がタイムアップしたか否かが判定され（ステップＳ１１６）、特賞
開放時間がタイムアップしていない場合には、特別変動入賞装置６の入賞数が１０より少
ないか否かが判定される（ステップＳ１１７）。
　そして、特賞開放時間がタイムアップせず、且つ、特別変動入賞装置６の入賞数が１０



(23) JP 2011-229965 A 2011.11.17

10

20

30

40

50

より少ない場合には、開閉ソレノイド２ＯＮ情報を入出力インタフェース２３の出力バッ
ファにセットし（ステップＳ１１８）、大当り処理を終了し、特別変動入賞装置６の閉条
件が成立するのを待つ状態となる。これは、２ラウンド以降のサイクル遊技において、閉
じた開閉扉６ａを開放するための処理である。すなわち、特賞開放時間がタイムアップせ
ず、且つ、特別変動入賞装置６の入賞数が１０より少ない場合には、特別変動入賞装置６
を閉じた状態とする閉条件が成立しておらず、開閉扉６ａを開いて置く必要があり、この
処理を行うことにより、後述のステップＳ１１９で開閉ソレノイド６ｄをＯＦＦした後に
ＯＮすることができる。
【０１０６】
　なお、この処理は、開閉ソレノイド６ｄをＯＦＦした後に１回行われれば良いので、そ
のような処理としても良いが、タイマ割込毎に繰り返される大当り処理毎に行っても問題
ない。また、フローチャート通りの処理とすると、開閉扉６ａを閉じるように制御した後
に、次ぎのタイマ割込の大当り処理で開閉扉６ａを開けるように制御されることになり、
実質的に開閉扉６ａが閉まり切らない状態となるので、実際には、開閉ソレノイド２ＯＦ
Ｆ情報がセットされてからタイマ処理により所定時間後以降の処理で開閉ソレノイド２Ｏ
Ｎ情報がセットされるようにする必要がある。
　なお、特別変動入賞装置６への遊技球の入賞数は、タイマ割込処理のスイッチ監視処理
において、特別変動入賞装置６のカウントセンサ６ｃからの遊技球の検出信号をカウント
する処理が行われることにより求められる。
【０１０７】
　そして、特賞開放時間がタイムアップするか、特別変動入賞装置６における入賞数が１
０となった際のタイマ割込処理の大当り処理においては、ステップＳ１１６において特賞
開放時間がタイムアップしたと判定されるか、ステップＳ１１７において特別変動入賞装
置６の入賞数が１０以上となったと判定され、特別変動入賞装置６の閉条件が成立し、開
閉ソレノイド６ｄをＯＦＦとするために、開閉ソレノイド２ＯＦＦ情報が入出力インタフ
ェース２３の出力バッファにセットされる（ステップＳ１１９）。これにより、次回のタ
イマ割込処理の出力処理の際に、開閉ソレノイド６ｄに、該開閉ソレノイド６ｄをＯＦＦ
とする制御信号が出力され、開閉ソレノイド６ｄがＯＦＦとなることにより特別変動入賞
装置６の開閉扉６ａが閉じることになる。
【０１０８】
　次ぎに、サイクル数に１加算する（ステップＳ１２０）。サイクル数は、特別変動入賞
装置６において開状態と閉状態を繰り返す際の開閉の回数を示すもので、上述のサイクル
遊技のラウンド数に対応する数値である。
　次ぎに、サイクル遊技の次ぎのサイクル用に、特賞開放時間を再びセットし（ステップ
Ｓ１２１）、上述の特別変動入賞装置６の入賞数を０とする（ステップＳ１２２）。すな
わち、スイッチ監視処理で上述のようにカウントされる入賞数は、特賞開放時間がタイム
アップするか、入賞数が１０となった場合に０とされる。
【０１０９】
　次ぎに、サイクル数が１６より少ないか否かが判定される（ステップＳ１２３）。サイ
クル数が１６より少ない場合には、大当り処理を終了する。そして、次回移行のタイマ割
込処理において、再び、特別変動入賞装置６を上述のステップＳ１１８の処理で開状態と
するとともに、上述の閉条件が成立するまで、開状態のまま維持し、閉条件が成立した場
合に、特別変動入賞装置６を閉じた状態とする制御を行うとともにサイクル数を１加算す
る処理を繰り返し行うことになる。
　なお、ここでは、サイクル遊技のラウンド数の上限数が１６とされており、サイクル数
が１６となった際に、特別遊技状態を終了する処理が行われることになる。なお、サイク
ル数は０からカウントされるので、サイクル数が１５となった段階で、１６ラウンド目の
特別変動入賞装置６を開状態とするサイクル遊技が行われることになり、サイクル数に１
加算されてサイクル数が１６となった際に特別遊技状態を終了することで、１６ラウンド
までサイクル遊技が行われて１７ラウンドとなる前に特別遊技状態が終了することになる
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。
【０１１０】
　従って、１６ラウンド目のサイクル遊技で、上述の特別変動入賞装置の閉条件が成立し
た際のタイマ割込処理の大当り処理においては、ステップＳ１１９でサイクル数が１加算
されることにより、サイクル数が１６となり、ステップＳ１２２でサイクル数が１６より
少ない状態ではないと判定され、特別遊技状態を終了するために、サイクル数を０とし（
ステップＳ１２４）、特賞開放フラグをクリアし（ステップＳ１２５）、処理番号を１と
して（ステップＳ１２６）、次回のタイマ割込処理の補助遊技処理では、補助遊技始動処
理が行われるようにし、大当り処理を終了する。
【０１１１】
　なお、以上の補助遊技に基づく大当り処理（２）において、ステップＳ１１１の変動表
示遊技中に特別遊技状態が発生するのを禁止する処理を除くことにより、変動表示遊技に
基づく大当り処理（１）とすることができる。また、変動表示遊技に基づく大当り処理（
１）においては、処理番号に基づいて、特別遊技状態中に変動表示遊技が行われることが
ないので、特図始動処理で補助遊技に基づく特別遊技状態中に変動表示遊技を行わないよ
うにするための特賞開放フラグをセットする必要がないが、特賞開放フラグは、大当り処
理中においても使用されており、変動表示遊技に基づく大当り処理において特賞開放フラ
グを使用するものとしても良い。また、変動表示遊技に基づく大当り処理では、特賞開放
フラグによって特図始動処理と連動する必要はなく、特賞開放フラグに代えて大当り処理
だけで有効なフラグを用いるものとしても良い。
【０１１２】
　以上のような処理により、図１１及び図１２のタイミングチャートに示すように、始動
記憶数が３の状態で、始動口７に始動入賞が有り、始動記憶数が上限数の４となった後で
、且つ、その際に行われている変動表示遊技（特図遊技）が終了する前の段階、すなわち
、始動記憶数が１減算される前に、さらに始動口７に始動入賞があると、始動記憶数が上
限数となった状態での始動入賞（始動記憶のオーバーフロー）となり、補助遊技の始動条
件が成立し、変動入賞装置が所定時間開状態とされる補助遊技が行われる。
【０１１３】
　また、図１１のタイミングチャートにおいては、上述のように補助遊技が行われた後に
、変動表示遊技が終了し、次ぎの変動表示遊技が開始される。この際に、変動表示遊技を
開始する際の上述の大当り判定により、開始される変動表示遊技が大当りとなることが確
定した場合には、この変動表示遊技が開始されてから、始動記憶数が３から上限数の４と
なり、さらに始動入賞により始動記憶数がオーバーフローし、補助遊技の始動条件が成立
しても補助遊技は開始されない。そして、この変動表示遊技が終了すると、特別変動入賞
装置６が開状態となる大当り（特別遊技状態）となる。
【０１１４】
　これにより、補助遊技の始動条件が成立したのにも係わらず、補助遊技が行われないこ
とが大当り告知となる。また、大当りが確定しているのにも係わらず、補助遊技が行われ
て補助遊技でも大当りとなるのを防止することができる。
　また、図１２のタイミングチャートにおいては、上述のように補助遊技が行われた後に
、変動表示遊技が終了し、次ぎの変動表示遊技が開始される。そして、再び、補助遊技の
開始条件として始動記憶数が上限となった状態で始動入賞が発生することにより、補助遊
技として変動入賞装置が開状態となる。ここで、補助遊技において変動入賞装置５に入賞
した遊技球が特定領域５ｂを通過すると大当りが成立することになる。しかし、直ぐに大
当り（特別遊技状態）とせずに、特別遊技状態の発生を遅延させて、大当りが成立した際
に行われていた変動表示遊技が終了した後に、特別遊技状態を発生させて特別変動入賞装
置６を開状態としている。
　これにより、特別遊技状態となっているのにも係わらず、変動表示遊技が行われるのを
防止することができる。
【０１１５】
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　以上のようなパチンコ遊技機１００は、始動口７への遊技球の入賞に基づき複数の識別
情報による変動表示遊技を実行可能な変動表示装置４と、変動表示遊技の結果態様が特別
結果態様となった場合に発生する特別遊技状態で開状態に変換可能な特別変動入賞装置６
と、始動口７へ遊技球が入賞することに基づいて生じ、未だ変動表示遊技の実行に用いら
れていない始動権利を所定の上限数の範囲内で始動記憶として記憶可能な始動記憶手段（
遊技制御装置２０）とを備えており、さらに、閉状態と開状態とに変換可能で、且つ、前
記開状態で受け入れた遊技球が通過したことにより特別遊技状態を発生可能な特定領域５
ｂと、開状態で受け入れた遊技球を一般の入賞とする一般入賞領域５ｇとを有する変動入
賞装置５を備え、始動条件の成立により変動入賞装置５を所定時間開状態に変換する補助
遊技を実行する補助遊技制御手段（遊技制御装置２０）と、始動記憶数が上限数か否かを
判定する始動記憶数判定手段（遊技制御装置２０）と、始動口７への遊技球の入賞時に前
記始動記憶数判定手段で始動記憶数が上限数と判定された場合は、前記補助遊技の始動条
件を成立させる始動変更制御手段（遊技制御装置２０）とを備えている。
【０１１６】
　従って、始動口７へ遊技球が入賞した場合に、変動表示装置４において変動表示遊技が
開始可能な状態であれば、変動表示遊技が開始される。なお、この際に始動口７に遊技球
が入賞した際に始動記憶を１つ記憶した後に変動表示遊技を開始するとともに始動記憶を
１つ消去しても良い。そして、始動口７へ遊技球が入賞した場合に、変動表示装置４にお
いて変動表示遊技が開始できない状態（変動表示遊技中、特別遊技状態中など）には、上
限数の範囲内で始動記憶が記憶され、変動表示遊技が開始可能となった際に、始動記憶が
記憶されていると変動表示遊技が開始されるとともに対応する始動記憶が１つ消去される
。
【０１１７】
　また、始動口７に遊技球が入賞した際に記憶された始動記憶数が上限数となっている場
合には、始動記憶がさらに記憶されること（始動記憶数に１加算されること）はないが、
変動入賞装置５を所定時間遊技球の受入が可能な開状態とする補助遊技の始動条件が成立
させられ、補助遊技として、変動入賞装置５が所定時間だけ開状態となる。
　そして、変動表示装置４における変動表示遊技の結果態様が特別結果態様となれば特別
遊技状態が発生し、特別変動入賞装置６が開状態となり、遊技者が大きな遊技価値を獲得
する機会を得ることになる。
【０１１８】
　また、始動記憶数が上限数となった状態で、始動口７に遊技球が入賞することにより補
助遊技として変動入賞装置５が所定時間だけ開状態となった際に、変動入賞装置５内に遊
技球が入賞（流入）し、変動入賞装置５内の特定領域５ｂを通過すると、例えば、特定領
域センサ５ｄ等により遊技球が特定領域５ｂを通過したことが検出され、特別遊技状態と
なって特別変動入賞装置６が開状態となり、遊技者が大きな遊技価値を獲得する機会を得
ることになる。
【０１１９】
　従って、始動記憶数が上限数となることにより、始動口７に遊技球が入賞しても始動記
憶が記憶されない状態となった場合には、始動口７への入賞により変動入賞装置５を用い
た補助遊技が実行可能となり、変動表示遊技とは別に特別遊技状態、すなわち、大当りの
獲得の機会が得られる。すなわち、始動記憶数が上限数となった状態でさらに始動口７に
遊技球を入賞させることで、変動表示遊技とは別の補助遊技が行えることになり、遊技者
は、始動記憶数が上限数となった状態で始動口７に遊技球が入賞しても損をしたと感じる
ことがなく、始動記憶数が上限数や上限数近くとなっても止め打ちをしなくなる。従って
、遊技者は、始動記憶の上限数を気にして止め打ちするような煩わしい操作をしなくても
済むとともに、始動記憶数が上限数となった後に始動口７に遊技球が入賞すると、変動入
賞装置５による補助遊技が行えることより、変動表示遊技とは別の遊技を楽しむことがで
きる。
　従って、遊技者の止め打ちによって、遊技機の稼働率が低下することもなく、止め打ち
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により遊技店に不利益が生じるのを防止できる。
【０１２０】
　また、パチンコ遊技機１００は、始動口７への遊技球の入賞に基づいて乱数値を抽出し
、変動表示遊技の開始時に前記抽出した乱数値が大当り判定値か否かを判定し、該乱数値
が大当り判定値の場合に前記特別遊技状態を発生する制御を行なわせるための大当り判定
手段（遊技制御装置２０）と、始動記憶数が上限数で始動口７に遊技球が入賞した場合で
も、前記大当り判定手段に前記乱数値が大当り判定値と判定された変動表示遊技中は前記
補助遊技の実行を禁止する制御を行う補助遊技禁止制御手段（遊技制御装置２０）とを備
えている。
【０１２１】
　従って、変動表示遊技開始時に変動表示遊技の結果態様が特別結果態様となる大当りと
判定された場合、すなわち、始動口７への遊技球の入賞に基づいて抽出された乱数値と予
め設定された大当り判定値とが一致した場合に、始動記憶数が上限数となっても、補助遊
技は実行されない。
【０１２２】
　また、変動表示遊技開始時の大当り判定により、既に変動表示遊技開始時に結果態様が
特別結果態様となること（大当りとなること）が決まっている変動表示遊技においても、
通常（大当り告知となる演出が行われた場合を除く）、遊技者は、変動表示遊技の結果が
導出されるまで（変動表示遊技が停止表示されるまで）、変動表示遊技の結果が大当りと
なることを知ることはできないが、上述の構成により、始動記憶数が上限数で、且つ、始
動口７に遊技球が入賞するという変動入賞装置５による補助遊技の始動条件の成立要件が
発生したにも拘わらず、変動入賞装置５での補助遊技が始動しない場合には、現在行われ
ている変動表示遊技の結果が特別結果態様となるので、始動条件の成立要件が発生しても
補助遊技が始動しないことが、大当り告知となる。
【０１２３】
　従って、遊技者は、変動表示遊技中に始動記憶数が上限数となった状態で、上述のよう
に変動入賞装置５による補助遊技を行うために遊技球の発射を続行するだけではなく、現
在行われている変動表示遊技が大当りとなるか否かを早く知ろうとして、遊技球の発射を
続行する可能性が高く、より確実に遊技者の止め打ちを防止することができる。
　また、変動表示遊技中に特別遊技状態となることが確定している状態で、補助遊技が行
われて、補助遊技でも特別遊技状態が発生してしまうと、２つの遊技による特別遊技状態
が同時期に重なって発生してしまうことになるが、変動表示遊技において特別遊技状態と
なることが確定している場合に補助遊技の実行を禁止することで、変動表示遊技における
特別遊技状態と、補助遊技による特別遊技状態とが同時期に重なって発生するのを防止す
ることができる。
【０１２４】
　また、パチンコ遊技機１００において、始動記憶手段（遊技制御装置２０）は、変動表
示遊技の結果態様が特定結果態様となった場合に、始動記憶の上限数を減少させる上限数
変更制御手段を備えている。
【０１２５】
　従って、変動表示遊技の結果態様が特定結果態様となった場合には、始動記憶数の上限
数が減少するので、補助遊技の始動条件が成立する可能性が高くなり、補助遊技の所定単
位期間内における実行回数が増加する。また、始動記憶数の上限数の減少により、所定期
間内における変動表示遊技の発生回数が多少減少する可能性があるが、補助遊技の発生回
数が増加することにより、変動入賞装置５が開状態となる回数の増加により、変動入賞装
置５への遊技球の入賞回数が増加し、所定単位期間内における入賞数が増加する。
【０１２６】
　すなわち、始動記憶数の上限数を減少させることで、変動入賞装置５が開状態となる機
会が増加し、変動入賞装置５への遊技球の入賞数が増えて、単位時間当りの賞球数が増加
するとともに、変動入賞装置５における補助遊技において特別遊技状態が発生する機会が
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増加し、遊技者の興趣が高められる。
【０１２７】
　また、パチンコ遊技機１００は、補助遊技で遊技球が特定領域５ｂを通過して特別遊技
状態の発生条件が成立した場合に、変動表示遊技中か否かを判定する変動表示遊技中判定
手段（遊技制御装置２０）と、該変動表示遊技中判定手段で、変動表示遊技中と判定され
た場合には、前記変動表示遊技が終了するまで前記特別遊技状態の発生を遅延させる特別
遊技状態発生遅延手段（遊技制御装置２０）とを備えている。
【０１２８】
　従って、補助遊技において、変動入賞装置５が開状態となって遊技球が変動入賞装置５
に受け入れられ、遊技球が特定領域５ｂを通過して特別遊技状態の発生条件が成立した際
に、変動表示遊技が行われている場合には、直ぐに特別遊技状態を発生させずに、現状で
行われている変動表示遊技が終了するのを待ってから特別遊技状態を発生する。
　従って、変動表示遊技が行われている状態で、補助遊技に基づく特別遊技状態が発生し
て、特別変動入賞装置６が開状態となるようなことがない。仮に、変動表示遊技と、特別
遊技状態とが同時に行われた状態となると、遊技者は変動表示遊技が気になり、特別遊技
状態、すなわち大当りを十分に楽しむことができない。しかし、本発明によれば、補助遊
技において、特別遊技状態の発生条件が成立しても、変動表示遊技が終わるまで、特別遊
技状態の発生が遅延させられることにより、変動表示遊技が終わる前に特別遊技状態が発
生することがなく、遊技者は、特別遊技状態が発生した際に、特別遊技状態に集中するこ
とができる。
【０１２９】
　本発明は、上記例のパチンコ遊技機１００に限られるものではなく、例えば、上記例で
は、大当りとなることが確定した変動表示遊技が行われている場合には、補助遊技の始動
条件が成立しても補助遊技を行わないものとしたが、上述のスイッチ監視処理において、
始動入賞した際に、始動記憶数が上限数以内である場合に、大当り判定用の乱数を抽出し
た後に、抽出された乱数が大当りか否かを先行して判定するものとする。そして、この際
に大当りと判定された場合には、先行大当りフラグをＲＡＭ２１ｂのこのフラグ用の記憶
領域に記憶するものとする。そして、補助遊技始動処理において、最初に特賞判定フラグ
が大当りか否かを判定する処理に代えて、先行大当りフラグが有るか否かの判定を行い。
先行大当りフラグがある場合には、補助遊技始動処理を終了するようにしても良い。
【０１３０】
　このようにすれば、始動入賞時に、大当りとなる乱数を抽出すると、補助遊技の始動条
件が成立しても補助遊技が行われないことになる。そして、補助遊技の始動条件が成立し
たにも拘わらず補助遊技が開始されない場合には、現状の始動記憶中に大当りとなる始動
記憶があることになり、現状の始動記憶数に対応する回数の変動表示遊技が行われる間に
、特別遊技状態が発生することが分かる。従って、始動条件が成立しても補助遊技が行わ
れないことが大当り予告となり、大当りとなる変動表示遊技が開始される前に大当り予告
を行うことも可能となる。
　また、大当りとなる乱数が抽出された後に、直ぐに補助遊技の始動が禁止されるので、
変動表示遊技による特別遊技状態と、補助遊技による特別遊技状態とがほぼ同時期に発生
するのを確実に防止することができる。
【０１３１】
　また、上記例では、特殊遊技状態を発生する特定結果態様を特別結果態様の一部となる
態様としたが、特定結果態様を特別結果態様と異なるものとしても良く、この場合には、
通常の遊技状態中に特別遊技状態の発生を伴わずに、特殊遊技状態が発生することになる
。なお、この際には、例えば、特殊遊技状態となってからの変動表示遊技の回数をカウン
トするものとし、この回数が所定の回数となった場合に、特殊遊技状態を終了して始動記
憶数の上限数を元の値に戻すようにしても良い。
【０１３２】
　また、図１３に示すパチンコ遊技機１００のように、変動入賞装置５を開状態とする補
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助遊技を始動させるための補助遊技始動口１７を設けるものとしても良い。なお、図１３
に示すパチンコ遊技機１００は、補助遊技始動口１７を有する以外は、第１実施形態のパ
チンコ遊技機１００とほぼ同じ構成となっている。
　そして、補助遊技始動口１７内には、補助遊技始動センサ１７ａが設けられており、補
助遊技始動口１７に入賞した遊技球を検出するようになっている。また、補助遊技始動セ
ンサ１７ａは、図２に破線のブロックで示すように、遊技制御装置２０の遊技用マイクロ
コンピュータ２１に入出力インタフェース２３を介して接続されている。
【０１３３】
　そして、遊技制御装置２０における上述のスイッチ監視処理において、補助遊技始動セ
ンサ１７ａから遊技制御装置２０に、補助遊技始動入賞、すなわち、遊技球の補助遊技始
動口１７への入賞を示す信号が入力された場合に、遊技制御装置２０は、上述の補助遊技
始動入賞フラグをセットするようになっている。これにより、上述のように始動記憶数が
上限数となった状態で始動口７への始動入賞があった場合に補助遊技が始動されるだけで
はなく、補助遊技始動口１７に遊技球が入賞した場合にも、補助遊技始動処理において、
補助遊技始動入賞フラグセットされていることにより、開閉ソレノイド５ｃにより変動入
賞装置５の開閉部材５ａ，５ａを開状態とする補助遊技が開始されることになる。
【０１３４】
　このような図１３に示されるようなパチンコ遊技機１００においては、第１実施形態の
パチンコ遊技機とほぼ同様の作用効果を得ることができるとともに、始動記憶数が上限数
となることが少ないパチンコ遊技機１００においても、補助遊技始動口１７の入賞率に基
づいて、遊技者が補助遊技を楽しむことができる。従って、変動表示遊技用の始動口７へ
の遊技球の入賞数が少なく、始動記憶数が上限数となってオーバーフローすることが少な
い場合に、遊技者の不満が大きくなるのを防止することができる。
【０１３５】
　次ぎに、本発明の第２実施形態となるパチンコ遊技機１０１について、図１４～図１９
を参照して説明する。
　図１４に示すように、第２実施形態のパチンコ遊技機１０１には、第１の実施形態のパ
チンコ遊技機１００の変動入賞装置５をなくす代わりに、第１の実施形態において、１つ
であった変動表示装置４を、第１変動表示装置４（特別図柄表示装置１）と、第２変動表
示装置４ｃ（特別図柄表示装置２）との２つにしている。
　また、始動口７に代えて普通電動役物（普電）としての開閉部材７ｂ、７ｂを有する普
通変動入賞装置７ｃと、普通図柄（普図）表示器１８と、普通図柄（普図）記憶表示器１
８ａと、普図始動ゲート１９とを設けたものである。
　以下の説明においては、第２実施形態のパチンコ遊技機１０１の第１実施形態と異なる
部分を主に説明する。
【０１３６】
　第１変動表示装置４及び第２変動表示装置４ｃは、基本的に第１実施形態の変動表示装
置４と同様のものであり、上部にはそれぞれ特図１始動記憶表示器４ｂ、特図２始動記憶
表示器４ｄが設けられている。そして、第１変動表示装置４及び第２変動表示装置４ｃに
おいては、それぞれ上述の変動表示遊技が行われ、変動表示遊技の結果態様が特別結果態
様となった場合に、特別遊技状態となり、特別変動入賞装置６により上述のサイクル遊技
が行われる。なお、第１変動表示装置で行われる変動表示遊技を第１変動表示遊技とする
とともにその特別結果態様を第１特別結果態様とする。また、第２変動表示装置で行われ
る変動表示遊技を第２変動表示遊技とするとともにその特別結果態様を第２特別結果態様
とする。
【０１３７】
　また、第１変動表示遊技と第２変動表示遊技とでは、その表示の演出内容を同じものと
しても良いが、遊技者の興趣を高める上では、第１変動表示遊技と第２変動表示遊技とで
演出内容が異なることが好ましい。さらに、第１変動表示遊技と第２変動表示遊技とで演
出内容が関連するものとされていても良い。また、第１及び第２変動表示遊技の始動条件
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は、始動口を兼ねる普通変動入賞装置７ｃへの遊技球の入賞（特図始動センサ７ａによる
遊技球の検出）であり、基本的に第１の実施形態と同様に、遊技制御装置２０（ＲＡＭ２
１ｂ）に上限数（４）の範囲内で始動記憶が記憶されるようになっている。但し、第２実
施形態では、変動表示装置４，４ｃが２つあることから、始動記憶数も第１変動表示装置
４の特図１始動記憶数と、第２変動表示装置の特図２始動記憶数とがある（普通図柄表示
器１８による普図変動表示遊技の始動記憶数は、普図始動記憶数となる）。
【０１３８】
　そして、第２実施形態においては、基本的に始動口となる普通変動入賞装置７ｃへの遊
技球の入賞、すなわち、始動入賞がある度に、特図１始動記憶数が１加算され、且つ、第
１変動表示遊技が始動する際に特図１始動記憶数が１減算される。そして、特図１始動記
憶数が上限数の状態で、始動入賞があると、特図２始動記憶数が１加算され、且つ、第２
変動表示遊技が始動する際に特図２始動記憶数が１減算される。また、特図１始動記憶数
が上限数の状態で、且つ、特図２始動記憶数も上限数となった状態では、始動入賞があっ
ても特図１及び特図２始動記憶は記憶されない。また、特図２始動記憶数が０で、特図１
始動記憶がある場合には、第１変動表示装置４により第１変動表示遊技が行われ、特図２
始動記憶数が１以上（０より大きい）の場合には、特図１始動記憶数が１以上（０より大
きい）でも、必ず第２変動表示装置４ｃにより第２変動表示遊技が行われるようになって
いる。
【０１３９】
　以上のことから、第２実施形態のパチンコ遊技機１０１は、始動口としての普通変動入
賞装置７ｃへの遊技球の入賞に基づき複数の識別情報による第１変動表示遊技を実行可能
な第１変動表示装置４と、第１変動表示遊技の結果態様が第１特別結果態様となった場合
に発生する特別遊技状態で開状態に変換可能な特別変動入賞装置６と、始動口としての普
通変動入賞装置７ｃへの遊技球の入賞に基づいて生じ、未だ前記第１変動表示遊技の実行
に用いられていない始動権利を所定の上限数の範囲内で始動記憶（特図１始動記憶）とし
て記憶可能な始動記憶手段（遊技制御装置２０）とを備えたものである。さらに、パチン
コ遊技機１０１は、始動条件の成立により複数の識別情報による第２変動表示遊技を実行
可能な第２変動表示装置４ｃを備え、第２変動表示遊技の結果態様が第２特別結果態様と
なった場合に前記特別遊技状態を発生可能に構成されている。
【０１４０】
　普図始動ゲート１９は、内部に普図始動センサ１９ａ（図１５に図示）を有するもので
あり、普図始動ゲート１９を遊技球が通過することに基づいて、普通図柄表示器１６にお
いて、普図変動表示遊技が行われるようになっている。
【０１４１】
　普通図柄表示器１８は、例えば、複数のＬＥＤなどによって構成され、普通図柄（例え
ば、図柄としての数字、記号もしくは丸やばつや四角や三角といった図形などの識別情報
）の変動表示遊技が行われるようになっている。
　また、普図記憶表示器１８ａは、普図始動ゲート１９に遊技球が通過（普図の始動条件
）して普図変動表示遊技が未処理となっている未処理回数（普図始動記憶数）を表示する
。
【０１４２】
　普通変動入賞装置７ｃは左右一対の開閉部材７ｂ，７ｂを具備し、この開閉部材７ｂ、
７ｂは、常時は遊技球が１個流入可能な程度の間隔で閉じた状態を保持しているが、普通
図柄表示器１８の変動表示の結果態様が予め定められた所定の結果態様（停止表示態様が
例えば、「丸」）となることに関連して、逆「ハ」の字状に開いて普通変動入賞装置７ｃ
に遊技球が流入し易い開状態（遊技者にとって有利な状態）に変換されるようになってい
る。この普通変動入賞装置７ｃが開状態となることが普図変動表示遊技の当りとなる。な
お、普通変動入賞装置７ｃの開閉部材７ｂ、７ｂの開閉は、普電ソレノイド７ｄ（図１５
に図示）により行われる。
【０１４３】
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　なお、普図変動表示遊技中と普図変動表示遊技の上述の当り中（普通変動入賞装置７ｃ
が開状態中）においては、普図始動ゲート１９を遊技球が通過しても普図変動表示遊技を
開始できない。また、普図始動ゲート１９を遊技球が通過して普図始動センサ１９ａＯＮ
となると、普図変動表示遊技の普図始動記憶数が１加算される。また、始動記憶数は、そ
の上限数（例えば４）の範囲で記憶され、普図始動記憶に基づいて、普図変動表示遊技が
開始されると、普図始動記憶数が１減算される。
　また、普通変動入賞装置７ｃは、特図の変動表示遊技（特図遊技）の始動口も兼ね、そ
の内部（入賞領域）に特図始動センサ７ａ（図２に図示）を備えている。
【０１４４】
　また、図１５に示すように、第２実施形態のパチンコ遊技機１０１の制御系も、第１実
施形態のパチンコ遊技機１００の制御系と略同様であるが、変動入賞装置５が無いことに
対応して変動入賞装置５の開閉ソレノイド５ｃ、特定領域センサ５ｄ、カウントセンサ５
ｅが遊技制御装置に接続されていない。また、普図始動ゲート１９の普図始動センサ１９
ａ、普通変動入賞装置７ｃの特図始動センサ７ａ（第１実施形態では、始動口７の特図始
動センサ７ａ）及び普電ソレノイド７ｄが増えたことにより、入出力インタフェース２３
を介して遊技用マイクロコンピュータ２１に普図始動センサ１９ａ及び特図始動センサ７
ａが接続され、遊技球の検出信号を遊技用マイクロコンピュータ２１に送信可能となって
いる。また、普通変動入賞装置７ｃの開閉部材７ｂ、７ｂを駆動する普電ソレノイド７ｄ
が入出力インタフェース２３を介して遊技用マイクロコンピュータ２１に接続され、遊技
用マイクロコンピュータ２１からの制御信号により、普電ソレノイド７ｄの駆動を制御可
能となっている。
【０１４５】
　また、第２実施形態のパチンコ遊技機１０１の制御系におけるゼネラルフローも図１６
（Ａ），（Ｂ）に示すように、基本的第１実施形態とほぼ同様であるが、第１実施形態に
おいて、特図遊技処理と補助遊技処理とが時分割で並列処理されていたのに対して、補助
遊技を行なわず、且つ、後述するように２つある変動表示装置４,４ｃにおいて、同時に
変動表示遊技（特図遊技）を行わずに、どちらか一方の変動表示装置４，４ｃだけが変動
表示遊技を行うようになっているので、２つの変動表示装置４，４ｃがあっても特図遊技
処理が２つ並列で行われることはない。
【０１４６】
　すなわち、第２実施形態においても、第１実施形態と同様にゼネラルフローとして、起
動処理と、タイマ割込処理とが行われる。そして、起動処理においては、第１実施形態と
同様に初期化処理（ステップＳ１）が行われた後に、撹拌用乱数更新処理（ステップＳ２
）を繰り返し行う。
　タイマ割込処理は、第１実施形態と同様にソフトタイマに基づいて１ｍｓｅｃ毎に行わ
れる。そして、タイマ割込処理においては、割込禁止及びレジスタの待避処理（ステップ
Ｓ３）、入力処理（ステップＳ４）、出力処理（ステップＳ５）、コマンド送信処理（ス
テップＳ６）、乱数更新処理（ステップＳ７ａ）、スイッチ監視処理（ステップＳ８ａ）
、普図遊技処理（ステップＳ８ｂ）、特図遊技処理（ステップＳ１０ａ）、外部情報編集
処理（ステップＳ１２）、レジスタの復帰及び割込許可処理（ステップＳ１３）が行われ
る。このうちの割込禁止及びレジスタの待避処理、入力処理、出力処理、コマンド送信処
理、外部情報編集処理、レジスタの復帰及び割込許可処理については、基本的に第１実施
形態と同様に行われる。
【０１４７】
　乱数更新処理（ステップＳ７ａ）も、基本的には第１実施形態と同様であるが、第１実
施形態の乱数更新処理に普図変動表示装置の当り判定用の乱数の更新処理が加わる。普図
変動表示遊技の当り判定用の乱数の更新処理は、基本的に乱数の数が少なくなる以外は、
上述の特図変動表示遊技の大当り判定用の乱数の更新処理とほぼ同様に行われるが、撹拌
用乱数を用いて初期値を変更しなくとも良く、＋１乱数方式を用いればよい。
【０１４８】
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　スイッチ監視処理では、入賞口センサ８ａ、カウントセンサ６ｃ等の監視が第１実施形
態と同様に行われる。また、第１実施形態の上述の始動入賞監視処理に対応する処理とし
て、第２実施形態では、始動口としての普通変動入賞装置７ｃの特図始動センサ７ａの始
動入賞監視処理が行われるが、始動入賞監視処理においては、第１実施形態において、特
図始動記憶数が上限数となった状態で始動入賞があると、始動記憶を記憶せずに補助遊技
の始動条件となる補助遊技始動入賞フラグをセットする構成となっていたが、第２の実施
形態では、特図１始動記憶数が上限数の状態で、始動入賞があると、特図２始動記憶数が
１加算され、さらに、特図２始動記憶数が上限数となった場合には、始動記憶を記憶しな
い処理を行う。
【０１４９】
　以下に、図１７のフローチャートを参照して第２実施形態のスイッチ監視処理としての
始動入賞監視処理を説明する。
　まず、始動入賞が有るか否か、すなわち、始動口としての普通変動入賞装置７ｃの特図
始動センサ７ａから遊技球の検出を示す信号が入力しているか否かが判定され（ステップ
Ｓ２１）、入力していない場合には、スイッチ監視処理の始動入賞処理を終了する。
　以下、上述の第１実施例の場合と同様に、特図始動センサ７ａから遊技球の検出を示す
信号が入力しており、始動入賞有りと判定された場合には、ＲＡＭ２１ｂに記憶された特
図１始動記憶数が上限となっているか否かが判定される（ステップＳ２２）。
【０１５０】
　始動記憶数が上限となっていなければ、特図１始動記憶数に１加算する（ステップＳ２
３）。そして、上述の乱数更新処理により、更新記憶されている大当り判定用の乱数の記
憶領域に記憶されている乱数を抽出し、これをＲＡＭ２１ｂの大当り判定を行う乱数を記
憶する特図判定用記憶領域に記憶する（ステップＳ２４）。なお、この際には、第１実施
形態と同様に、大当り判定用以外の停止図柄やリーチアクションを選択するための乱数も
抽出してＲＡＭ２１ｂに記憶する。
　また、始動入賞が有り、特図１始動記憶数が上限となっている場合には、ＲＡＭ２１ｂ
に記憶された特図２始動記憶数が上限となっているか否かが判定される（ステップＳ２６
）。そして、特図１始動記憶数と特図２始動記憶数との両方が共に上限数（例えば、４）
となっている場合には、始動入賞があっても始動権利としての始動記憶をＲＡＭ２１ｂに
記憶せずに、始動入賞監視処理を終了する。
【０１５１】
　また、特図２始動記憶数が上限数となっていない場合には、特図２始動記憶数に１加算
する（ステップＳ２７）。次ぎに、ステップＳ２４と同様に乱数を抽出して記憶し（ステ
ップＳ２８）、始動入賞監視処理を終了する。
　以上の処理により、第１変動表示装置４で行われる第１変動表示遊技用の特図１始動記
憶数が上限数となった場合には、第２変動表示装置４ｃで行われる第２変動表示遊技用の
特図２始動記憶数が記憶され、第２変動表示遊技の始動条件が成立することになる。なお
、第２変動表示遊技の始動条件とは、始動口としての普通変動入賞装置７ｃへの遊技球の
始動入賞により特図２始動記憶数が上限数となった状態で、さらに普通変動入賞装置７ｃ
への始動入賞があることである。
【０１５２】
　従って、遊技制御装置２０は、始動口（普通変動入賞装置７ｃ）への遊技球の入賞に基
づいて生じ、未だ前記第１変動表示遊技の実行に用いられていない始動権利を所定の上限
数の範囲内で始動記憶として記憶可能な始動記憶手段として機能し、さらに、始動記憶数
が上限数か否かを判定する始動記憶数判定手段として機能するとともに、始動口（普通変
動入賞装置７ｃ）への遊技球の入賞時に前記始動記憶数判定手段で始動記憶数が上限数と
判定された場合は、前記第２変動表示遊技の始動条件（特図２始動記憶）を成立させる始
動変更制御手段として機能する。
　なお、上述のように求められた特図１始動記憶数及び特図２始動記憶数に基づき、出力
処理において、特図記憶表示器４ｂ及び特図記憶表示器４ｄのＬＥＤの点灯の制御が行わ
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れ、特図１及び特図２始動記憶数が特図記憶表示器４ｂ、４ｄに表示される。
【０１５３】
　また、第２実施形態のスイッチ監視処理では、第１実施形態の処理に加えて普図始動ゲ
ート１９の普図始動センサ１９ａからの遊技球の検出信号の入力を監視する普図始動監視
処理が行われる。普図始動監視処理も基本的に上述の始動監視処理のステップＳ２１～Ｓ
２４までの処理と同様に行われるものであり、普図始動ゲート１９の普図始動センサ１９
ａから遊技球の検出信号が入力された場合に、普図始動記憶数が上限数（例えば、４）か
否かを判定し、上限数の場合には処理を終了す。普図始動記憶数が上限数でない場合には
、普図始動記憶数に１加算するとともに普図変動表示遊技の当り判定用の乱数を抽出して
記憶する。なお、上述のように求められた普図始動記憶数に基づいて、出力処理において
、普図記憶表示器１８ａに普図始動記憶数を表示する制御が行われる。
【０１５４】
　次ぎに、普図遊技処理について説明する。普図遊技処理は、普通図柄表示器１８を有す
る従来のパチンコ遊技機と同様に行われるものであり、上述のスイッチ監視処理において
求められる普図始動記憶数が０の場合は処理を終了し、普図始動記憶数が０より大きい場
合には、普通図柄表示器１８で、例えば、当り図柄（識別情報）とハズレ図柄（識別情報
）とを交互に表示する普図変動表示遊技を行うための情報を入出力インタフェース２３の
出力バッファに格納し、出力処理において、普通図柄表示器１８における普図変動表示遊
技の制御が行われる。
【０１５５】
　また、上述のように記憶された普図変動表示遊技用の乱数を予めＲＯＭ２１ｃに記憶さ
れた当り判定値と比較し、当りと判定された場合には普通図柄表示器１８に当り図柄を停
止表示させ、ハズレと判定された場合には普通図柄表示器１８にハズレ図柄を停止させる
制御を行わせるための情報を前記出力バッファに出力させる。
　なお、普図変動表示遊技においては、普図変動表示開始から所定時間後に停止表示が行
われるように制御される。また、当り図柄の停止表示が行われる際、すなわち普図変動表
示遊技が当りと判定された場合には、当り図柄の停止表示後、普通変動入賞装置７ｃの開
閉部材７ｂ、７ｂを所定時間開状態とするように、普電ソレノイド７ｄを制御する。
【０１５６】
　なお、第２実施例のパチンコ遊技機では、所謂確率変動が行われるようになっており、
第１変動表示遊技及び第２変動表示遊技の何れかの結果態様が特定結果態様で且つ特別結
果態様となった場合に、特別結果態様に基づく特別遊技状態終了後の変動表示遊技は、次
ぎの特別遊技状態となるまで、特定遊技状態としての確率変動状態となる。
　この際には、普図変動表示遊技の当りとなる確率が例えば、１／１０（低確率）から９
／１０（高確率）に変更されるようになっている。また、普図変動表示時間も通常より確
率変動状態では短くなり、時短処理が行われる。また、普通変動入賞装置７ｃにおける当
り時の開閉部材７ｂ、７ｂの開状態となる時間が通常時よりも確率変動時に長くされても
良く、また、通常時、１回の当りに対して普通変動入賞装置７ｃが１回開状態となるのに
対して確率変動時には、例えば、１回の当りに対して普通変動入賞装置７ｃが３回開状態
となるものとしても良い。なお、当りの確率の変更においては、例えば、抽出される乱数
の種類数は同じで（例えば、０～９）、当り判定値の種類を増やすこと（例えば、「７」
から「１～９」に増やすこと）で、当りの確率を高めることができる、
【０１５７】
　次ぎに、図１８のフローチャートに示す特図遊技処理を説明する。
　特図遊技処理では、第１実施例形態おいて特図始動処理が１つであったのを２つとする
ことで、特図１始動処理、特図２始動処理、図柄停止監視処理、大当り処理の四つの処理
がある。そして、第１実施形態と同様に処理番号により、処理が分岐するようになってお
り、特図１始動処理の処理番号が１とされ、特図２始動処理の処理番号が２とされ、図柄
停止監視処理の処理番号が３とされ、大当り処理の処理番号が４とされている。
【０１５８】
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　そして、特図遊技処理において、ＲＡＭ２１ｂの特図遊技処理用の処理番号を読出し、
処理番号に基づいて処理が分岐し（ステップＳ３１）、処理番号が１の場合に特図１始動
処理が行われ（ステップＳ３２ａ）、処理番号が２の場合に特図２始動処理が行われ（ス
テップＳ３２ｂ）、処理番号が３の場合に図柄停止監視処理が行われ（ステップＳ３３）
、処理番号が４の場合に大当り処理が行われる（ステップＳ３４）。
【０１５９】
　次ぎに、図１９のフローチャートに示される特図１始動処理を説明する。
　まず、ＲＡＭ２１ｂに記憶された特図２始動記憶数が０より大きいか否かを判定し（ス
テップＳ４１ａ）、０より大きい場合、すなわち、特図２始動記憶がある場合には、処理
番号に２を設定してＲＡＭ２１ｂに記憶し（ステップＳ４１ｂ）、特図１始動処理を終了
する。
　これは、第２変動表示装置４ｃにおける第２変動表示遊技を第１変動表示装置４におけ
る第１変動表示遊技より優先して行うための処理で、特図２始動記憶数が１以上の場合に
、特図１始動記憶数の値に関係なく、第２変動表示遊技を行うものである。なお、特図１
始動処理と、特図２始動処理とが上述のように処理番号で分岐されるようになっているの
で、特図１始動処理に基づく第１変動表示遊技と、特図２始動処理に基づく第２変動表示
遊技とが同時に行われることはない。
【０１６０】
　なお、第１変動表示装置４と第２変動表示遊技４ｃとの２つの変動表示装置の一方の変
動表示装置で変動表示遊技が行われ、他方の変動表示装置では変動表示遊技が行われてい
ない場合に、他方の変動表示装置の表示を消した状態とする必要はなく、変動表示遊技に
関係ない演出表示を行うものとしても良いし、一方の変動表示装置で行われている変動表
示遊技に関連する表示を行うものとしても良い。例えば、一方の変動表示装置でリーチア
クションとしての変動表示が行われている場合に、他方の変動表示装置でも一方の変動表
示装置のリーチアクションに対応した演出表示を行っても良い。
【０１６１】
　そして、特図１始動処理のステップＳ４２以降の処理は、特殊遊技状態に代えて特定遊
技状態としての確率変動状態の処理を行うことと、補助遊技に関連する処理を行わないこ
ととを除き、第１実施形態の特図始動処理とほぼ同様に行われる。
　すなわち、始動記憶数が０より大きいかが判定される（ステップＳ４２）。そして、始
動記憶数が０の場合には、特図始動処理を終了する。
【０１６２】
　次ぎに、始動記憶数が１以上の場合には、特図始動記憶数から１減算する処理を行う（
ステップＳ４３）。次ぎに、上述のスイッチ監視処理の始動入賞監視処理で、取得されて
始動記憶に関連づけて特図判定用記憶領域に記憶された乱数値を取得して、予めＲＯＭ２
１ｃに記憶された大当り判定値と比較して、大当り判定を行う（ステップＳ４８）。この
場合に、取得された乱数値と大当り判定値とが一致する場合に大当りと判定され、一致し
ない場合にハズレと判定される。そして、大当り判定の判定結果を特賞判定フラグに記憶
する（ステップＳ４９）。
【０１６３】
　以上の処理から遊技制御装置２０は、始動口としての普通変動入賞装置７ｃへの遊技球
の入賞に基づいて乱数値を抽出し（始動入賞監視処理で行われる）、変動表示遊技の開始
時に抽出した乱数値が大当り判定値か否かを判定し、該乱数値が大当り判定値の場合に前
記特別遊技状態を発生する制御を行なわせるための大当り判定手段として機能する。
　なお、フローチャートには、記載されていないが、第２実施形態では、特定遊技状態と
して所謂確率変動状態があり、ステップＳ４８の処理が、通常遊技状態と、特定遊技状態
とで異なる処理となる。なお、通常遊技状態の処理と、特定遊技状態の処理との振り分け
は、後述する図柄停止監視処理において、特定遊技フラグをセットするか否かにより行わ
れる。
【０１６４】
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　また、後述するように特定遊技フラグの設定は、第１実施形態の図柄停止監視処理にお
いて、特殊遊技フラグをセットする際に特定遊技フラグをセットし、特殊遊技フラグをク
リアする際に、特定遊技フラグをクリアすることで行われる。なお、特定遊技フラグをセ
ットする条件は、特殊遊技フラグをセットする条件と同じとしても良く、例えば、第１及
び第２変動表示遊技の結果態様が、特定結果態様（例えば、奇数のぞろ目）となった場合
に、特定遊技フラグをセットするものとしても良い。そして、特定遊技フラグがセットさ
れていない場合には、上述のようにステップＳ４８の処理を行い、特定遊技フラグがセッ
トされている場合には、ステップＳ４８の処理において、大当り判定値の種類を増やす処
理を行う。例えば、ステップＳ４８の処理においては、乱数値の種類が０～３１４で、大
当り判定値が７だったものを、特定遊技フラグが有る場合には、乱数値の種類はそのまま
で、大当り判定値の種類を５倍となるように例えば７，５７，１０７，１５７，２０７と
するようになっている。これにより、大当り確率が通常の１／３１５から高確率の１／６
３となる。なお、特定遊技フラグは、普図遊技処理においても用いられ、特定遊技フラグ
がある場合に、上述のように普図変動表示遊技において、当り確率の変更、普通変動入賞
装置７ｃの開放時間や開放回数の変更、普図の変動表示時間の短縮等が行われる。
【０１６５】
　次ぎに、基本変動パターン、すなわち、リーチアクションの種類を判定するための乱数
値をリーチアクション用記憶領域から今回の始動記憶に対応するものが取得され、リーチ
アクション用の判定テーブルと比較されて、リーチアクションが決定されるか、リーチア
クション無しが決定される（ステップＳ５０）。ステップＳ５０の処理も特定遊技フラグ
の有無で変更されるものであり、特定遊技フラグが有り、確率変動状態となる場合には、
複数の変動表示遊技全体として変動表示時間が短縮されるようになっており、リーチアク
ション無しの場合に変動表示時間が短くなるとともに、リーチアクション有りでも実質的
なリーチアクションを伴わない変動表示時間が短いものが多くなる。
【０１６６】
　次ぎに、決定されたリーチアクションに基づいて処理を分岐する（ステップＳ５１）。
そして、各リーチアクションの情報もしくはリーチアクション無しの情報が演出制御装置
３０へ送信するコマンド用に設定されて記憶される。すなわち、リーチアクション１～リ
ーチアクションＮまでのうちの決定されたリーチアクションの情報を設定するか、リーチ
アクション無しを設定する（ステップＳ５２（１）～ステップＳ５２（Ｎ））。
【０１６７】
　次ぎに、上述の特賞判定フラグが大当りか否かを判定する（ステップＳ５３）。そして
、特賞判定フラグが大当りの場合には、上述の大当り停止図柄格納領域より今回の始動記
憶に該当する停止図柄を取得する（ステップＳ５４）。
　また、特賞判定フラグが大当りでない場合には、上述のリーチアクション判定において
、リーチアクション（１～Ｎ）と判定されたか否かを判定する（ステップＳ５５）。そし
て、リーチアクション無しと判定された場合には、ハズレ停止図柄格納領域から今回の始
動記憶に該当するハズレ停止図柄を所得する（ステップＳ５６）。
【０１６８】
　また、リーチアクション有りと判定された場合には、大当り停止図柄格納領域から今回
の始動記憶に該当する大当り停止図柄を取得した後に、リーチ停止図柄を作成する（ステ
ップＳ５７）。
【０１６９】
　そして、取得（作成）された停止図柄を、演出制御装置３０へコマンドとして送信する
ために、停止図柄格納領域に記憶する（ステップＳ５８）。
　次ぎに、変動表示遊技が始動することに基づいて、処理番号を３に設定し、次ぎのタイ
マ割込処理における特図遊技処理では、処理番号３の図柄停止監視処理を行うように設定
し（ステップＳ６０ａ）、特図始動処理を終了する。
【０１７０】
　以上の処理により、第１実施形態と同様に、第１変動表示装置４で、第１変動表示遊技



(35) JP 2011-229965 A 2011.11.17

10

20

30

40

50

が開始されることになる。なお、上述の特図２始動記憶数が０より大きい場合には、特図
１始動処理が第１変動表示遊技を始動させる前に終了し、次回のタイマ割込処理の特図遊
技処理において、特図２始動処理が開始されることになる。
　特図２始動処理は、基本的に特図１始動処理と同様に行われるとともに、特図２始動処
理が行われた場合には、第１変動表示装置４の第１変動表示遊技ではなく、第２変動表示
装置４ｃの第２変動表示遊技が始動することになる。
【０１７１】
　また、特図２始動処理においては、その開始前に、先に特図１始動処理において、特図
２始動記憶が０より大きいと判定され、特図２始動記憶が０より大きいという第２変動表
示遊技の始動条件（変動表示遊技が開始可能な場合の始動条件）が成立していることが判
定されているので、上述の特図１始動処理のフローチャートにおいて、ステップＳ４３以
降に対応する処理が行われる。
【０１７２】
　そして、特図１始動処理もしくは特図２始動処理において、処理番号が３とされた場合
に、次回のタイマ割込処理の特図遊技処理で、図柄停止監視処理が行われることになるが
、第２実施形態の図柄停止監視処理は、第１実施形態の図柄停止監視処理とほぼ同様に行
われる。但し、第２実施形態の特図１始動処理及び特図２始動処理では、第１実施形態の
ように特図遊技中フラグがセットされないので、第１実施形態の図柄停止監視処理のステ
ップＳ６９の特図遊技中フラグをクリアする処理は第２実施形態では行われない。
【０１７３】
　また、上述のように第１実施形態の図柄停止監視処理のステップＳ７３の特殊遊技フラ
グをクリアする処理は、特定遊技フラグをクリアする処理とされる。また、ステップＳ７
５の特殊大当りか否かは、確変大当りか否かとなるが、特殊遊技状態及び確率変動状態の
開始条件が基本的に本実施形態においては同じ（変動表示遊技の結果態様が奇数のぞろ目
）なので、同じ処理となる。なお、ここで、図柄停止監視処理で第１変動表示遊技の場合
か、第２変動表示遊技の場合かを判定し、第２変動表示遊技の場合には、確変大当りか否
かの判定を行わないものとして、第２変動表示遊技では確変大当りが無いものとしても良
い。
【０１７４】
　また、第１実施形態のステップＳ７７の特殊遊技フラグをセットする処理は、特定遊技
フラグをセットする処理となる。
　また、第１実施形態のステップＳ７４において、大当り判定の場合に大当り処理を行う
ように、処理番号を３に設定する処理があるが、第２実施形態では、上述のように大当り
処理は、処理番号４なので、第２実施形態では、ステップＳ７４において、処理番号を４
に設定する。
　そして、変動表示遊技が大当りとなった場合には、図柄停止監視処理により、処理番号
が４とされて、次回のタイマ割込処理の特図遊技処理においては、処理番号４の大当り処
理が行われることになる。変動表示遊技の結果態様が特別結果態様となったことに基づく
大当り処理が行われる。なお、第２実施形態の大当り処理は、基本的、第１実施形態の変
動表示遊技に基づく大当り処理と同様に行われる。なお、大当り処理において、第１変動
表示遊技に基づく大当りか、第２変動表示遊技に基づく大当りかを判定するか、もしくは
、大当り処理を第１変動表示遊技の場合と第２変動表示遊技の場合とにわけ、第１変動表
示遊技による大当り中のサイクル数の上限を１０とし、第２変動表示遊技による大当り中
のサイクル数の上限を１６としても良い。すなわち、第１変動表示遊技による大当りと第
２変動表示遊技による大当りとで、特別変動入賞装置６によるサイクル遊技のサイクル数
を異なるものとしても良い。なお、補助遊技での大当りを変動表示遊技の大当りより有利
にすることで、遊技者が補助遊技が行われるように、始動記憶をオーバーフローさせよう
とすることで、止め打ちをより効果的に防止できる。
【０１７５】
　以上のような第２実施形態のパチンコ遊技機１０１は、始動口（普通変動入賞装置７ｃ
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）への遊技球の入賞に基づき複数の識別情報による第１変動表示遊技を実行可能な第１変
動表示装置４と、第１変動表示遊技の結果態様が第１特別結果態様となった場合に発生す
る特別遊技状態で開状態に変換可能な特別変動入賞装置６と、始動口（普通変動入賞装置
７ｃ）への遊技球の入賞に基づいて生じ、未だ第１変動表示遊技の実行に用いられていな
い始動権利を所定の上限数の範囲内で始動記憶として記憶可能な始動記憶手段（遊技制御
装置２０）とを備えたものであり、始動条件の成立により複数の識別情報による第２変動
表示遊技を実行可能な第２変動表示装置４ｃを備え、第２変動表示遊技の結果態様が第２
特別結果態様となった場合に前記特別遊技状態を発生可能に構成し、始動記憶数が上限数
か否かを判定する始動記憶数判定手段（遊技制御装置２０）と、始動口（普通変動入賞装
置７ｃ）への遊技球の入賞時に前記始動記憶数判定手段で始動記憶数が上限数と判定され
た場合は、第２変動表示遊技の始動条件を成立させる始動変更制御手段（遊技制御装置２
０）とを備えている。
【０１７６】
　従って、始動口（普通変動入賞装置７ｃ）に遊技球が入賞した場合に、始動記憶数が上
限数未満ならば、新たに始動記憶が記憶されて、この始動記憶に基づいて第１変動表示装
置４において第１変動表示遊技が実行される。一方、始動記憶数が上限数となっている状
態では、始動口（普通変動入賞装置７ｃ）に遊技球が入賞した場合に第２変動表示装置４
ｃにおいて第２変動表示遊技が実行される。
　これにより、第１変動表示装置４に対応する始動記憶数が上限数となった場合でも、始
動口（普通変動入賞装置７ｃ）に遊技球が入賞すれば、第２変動表示装置４ｃで第２変動
表示遊技が行われるので、遊技者は、第１変動表示装置４に対応する始動記憶数が上限数
となった後に始動口（普通変動入賞装置７ｃ）に遊技球が入賞しても損をしたと感じるこ
とはなく、遊技者が、始動記憶数が上限数もしくは上限数近くとなった場合に止め打ちす
るのを防止することができる。
【０１７７】
　また、第２変動表示遊技の始動条件が成立した際に、例えば、特別遊技状態中や第１及
び２変動表示遊技中の場合には、始動条件を成立させる権利（始動権利）を第２始動記憶
として記憶でき、且つ、第２始動記憶数を所定の上限数の範囲内で記憶可能とした場合は
、第１始動記憶数が上限数となっても、第２始動記憶数が上限もしくは上限近くとなるま
で遊技者が止め打ちすることがなく、遊技機の稼働率を高めることができる。また、第１
始動記憶数が上限数とならなければ、第２始動記憶は記憶されないので、第１始動記憶数
と第２始動記憶数とがほぼ同時期に上限数となることはなく、第１始動記憶数が上限数と
なってからさらに第２始動記憶数が上限数となるまでの長い期間に渡って止め打ちを防止
できる。
【０１７８】
　次ぎに、本発明の第３実施形態となるパチンコ遊技機１０２について、図２０～図２４
を参照して説明する。
　図２０に示すように、第３実施形態のパチンコ遊技機１０２は、その普通変動入賞装置
７ｆ以外は、第２実施形態のパチンコ遊技機１０１と同様の構成となっている。第３実施
形態では、第２実施形態において普通変動入賞装置７ｃが１つの始動口として、１つの特
図始動センサ７ａを備えていたのに対して、第３実施形態の普電として普通変動入賞装置
７ｆは、その内部に左右に並列に第１始動口７ｇと第２始動口７ｈとの２つの始動口を備
えている。
【０１７９】
　そして、第１始動口７ｇが第１変動表示装置４で行われる第１変動表示遊技用の始動口
とされるとともに、その内部に特図始動センサ７ａ（図１５に図示）を備えている。また
、第２始動口７ｈが第２変動表示装置４ｃで行われる第２変動表示遊技用の始動口とされ
るとともに、その内部に特図始動センサ７ｋ（図１５に破線で図示）を備えている。
　すなわち、第１変動表示遊技は、第１始動口７ｇに遊技球が入賞する第１始動入賞に基
づいて始動され、第２変動表示遊技は、第２始動口７ｇに遊技球が入賞する第２始動入賞
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に基づいて始動される。
【０１８０】
　また、普通変動入賞装置７ｆには、第２実施形態の普通変動入賞装置７ｃと同様に、２
つの開閉部材７ｂ、７ｂが備えられるとともに、開閉部材７ｂ、７ｂを開閉駆動する普電
ソレノイド７ｄ（図１５に図示）が設けられており、開閉部材７ｂを閉状態とした場合に
、開閉部材７ｂ、７ｂ間に上述のように遊技球が一個流入可能な間隔が開けられ、開閉部
材７ｂを開状態とした場合に閉状態より遊技球を流入しやすい開状態となる。
　また、普通変動入賞装置７ｆ内には、上述のように左右に並列に２つの始動口として第
１始動口７ｇと第２始動口７ｈが設けられているが、これら始動口７ｇ、７ｈと開閉部材
７ｂ、７ｂとの間には、普通変動入賞装置７ｆ内で間隔があけられている。
【０１８１】
　普通変動入賞装置７ｆ内の開閉部材７ｂ、７ｂと、始動口７ｇ、７ｈとの間には、遊技
盤１に打たれた状態の障害釘１０が配設されている。この障害釘１０は、普通変動入賞装
置７ｆ内に流入した遊技球の第１始動口７ｇへの入賞率と第２始動口７ｈへの入賞率とを
調整するためのものであり、普通変動入賞装置７ｆ内の障害釘を調整することにより、例
えば、普通変動入賞装置７ｆへの遊技球の流入方向に偏りがあるような場合でも、第１始
動口７ｇへの入賞率と第２始動口７ｈへの入賞率とほぼ等しくなるように調整することが
可能となっている。
【０１８２】
　なお、後述するように、普通変動入賞装置（普電）を、第１始動口７ｇ用と、第２始動
口７ｈ用と別々に設けた場合、すなわち、２つの始動口を離れた場所に設けた場合には、
第１始動口７ｇへの入賞率、第２始動口７ｈへの入賞率、これらを合わせた入賞率を障害
釘で調整するものとすると、それぞれの始動口７ｇ、７ｈで、それぞれの始動口７ｇ、７
ｈの周囲にある障害釘を調整することになり、入賞率の調整に手間がかかる。しかし、上
述のようにすれば、一組の障害釘１０を調整することで、２つの始動口７ｇ、７ｈの入賞
率の調整が同時に可能となり、入賞率の調整が容易となる。
【０１８３】
　また、普通変動入賞装置７ｆ内には、開閉部材７ｂ，７ｂの直ぐ下側で、第１始動口７
ｈの左右方向の中央のほぼ真上となる位置と、第２始動口７ｇの左右方向の中央のほぼ真
上となる位置とにそれぞれ障害釘１０が設けられている。また、これら二本の障害釘１０
の下側で、第１始動口７ｇと第２始動口７ｈの間（境界部分）の直上に一本の障害釘１０
が配置されている。これら三本の障害釘１０により、第１始動口７ｇへの入賞率と第２始
動口７ｈへの入賞率とを調整可能となっている。
【０１８４】
　また、第３実施形態のパチンコ遊技機１０２の制御系は、図１５に示す第２実施形態の
パチンコ遊技機１０１と略同様の構成となっており、図１５にブロックが破線で示される
、第２始動口７ｈの特図始動センサ７ｋが増えただけの構成となっている。
　そして、第２実施形態では、基本的に第１変動表示遊技用の始動口（普通変動入賞装置
７ｃ）が１つ設けられ、この１つの始動口の始動入賞に対応する始動記憶数が上限数を越
えた場合だけ、前記始動口への始動入賞に基づいて第２変動表示遊技が始動するように構
成されていたが、第３実施形態においては、第１変動表示遊技用の始動口７ｇと、第２変
動表示用の始動口７ｈとが設けられ、それぞれの第１始動入賞及び第２始動入賞に基づい
て、別々に特図１始動記憶数と特図２始動記憶数とが上限数範囲内で遊技制御装置２０の
ＲＡＭ２１ｂに記憶されるようになっている。
　但し、２つの始動記憶数の一方の始動記憶数だけ上限数となった状態で、一方の上限数
となった始動記憶数に対応する始動口に始動入賞があると、他方の上限数となっていない
始動記憶数に１加算する処理を行うようになっている。
【０１８５】
　従って、第３実施形態のパチンコ遊技機１０２は、第１始動口７ｇへの遊技球の入賞に
基づき複数の識別情報による第１変動表示遊技を実行可能な第１変動表示装置４と、第１
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変動表示遊技の結果態様が第１特別結果態様となった場合に発生する特別遊技状態で開状
態に変換可能な特別変動入賞装置６と、第１始動口７ｇへの遊技球の入賞に基づいて生じ
、未だ前記第１変動表示遊技の実行に用いられていない始動権利を所定の上限数の範囲内
で第１始動記憶として記憶可能な第１始動記憶手段（遊技制御装置２０）と、第２始動口
７ｈへの遊技球の入賞に基づき複数の識別情報による第２変動表示遊技を実行可能な第２
変動表示装置４ｃと、第２変動表示遊技の結果態様が第２特別結果態様となった場合に発
生する特別遊技状態で開状態に変換可能な特別変動入賞装置６と、第２始動口７ｈへの遊
技球の入賞に基づいて生じ、未だ前記第２変動表示遊技の実行に用いられていない始動権
利を所定の上限数の範囲内で第２始動記憶として記憶可能な第２始動記憶手段（遊技制御
装置２０）とを備えたものである。
【０１８６】
　そして、第３実施形態のパチンコ遊技機１０１の制御系におけるゼネラルフローも図２
１（Ａ），（Ｂ）に示すように、基本的第２実施形態とほぼ同様であるが、第２実施形態
の特図遊技処理において、第１変動表示遊技の処理と第２変動表示遊技の処理とが処理番
号で分岐され、どちらか一方の処理だけが行われるようになっていたのに対して、第１変
動表示遊技用の特図１遊技処理と、第２変動表示遊技用の特図２遊技処理とが時分割で並
列処理されるようになっている。
　従って、第２実施形態で、第１変動表示遊技と第２変動表示遊技とが同時に行われるこ
とが無かったのに対して、第３実施形態では、並列処理により第１変動表示遊技と第２変
動表示遊技が同時に行われるようになっている。
【０１８７】
　そして、第３実施形態においても、第２実施形態と同様にゼネラルフローとして、起動
処理と、タイマ割込処理とが行われる。そして、起動処理においては、第１実施形態と同
様に初期化処理（ステップＳ１）が行われた後に、撹拌用乱数更新処理（ステップＳ２）
を繰り返し行う。なお、第１及び第２実施形態において、撹拌用乱数が１つの変動表示遊
技用に一組生成されていたのに対して、第３実施形態の撹拌用乱数更新処理では、第１変
動表示遊技と第２変動表示遊技とが並列に行われるので、撹拌用乱数が第１変動表示遊技
用の撹拌用乱数Ａと第２変動表示遊技用の撹拌用乱数Ｂとの二組作成されるようになって
いる。
【０１８８】
　第３実施形態のタイマ割込処理は、第１実施形態と同様にソフトタイマに基づいて１ｍ
ｓｅｃ毎に行われる。そして、タイマ割込処理においては、割込禁止及びレジスタの待避
処理（ステップＳ３）、入力処理（ステップＳ４）、出力処理（ステップＳ５）、コマン
ド送信処理（ステップＳ６）、乱数更新処理（ステップＳ７ｂ）、スイッチ監視処理（ス
テップＳ８ｃ）、普図遊技処理（ステップＳ８ｂ）、時分割処理（ステップＳ９ａ）、特
図１遊技処理（ステップＳ１０ｂ）、特図２遊技処理（ステップＳ１０ｃ）、外部情報編
集処理（ステップＳ１２）、レジスタの復帰及び割込許可処理（ステップＳ１３）が行わ
れる。このうちの割込禁止及びレジスタの待避処理、入力処理、出力処理、コマンド送信
処理、普図遊技処理、外部情報編集処理、レジスタの復帰及び割込許可処理については、
基本的に第２実施形態と同様に行われる。
【０１８９】
　乱数更新処理（ステップＳ７ｂ）も、基本的には第２実施形態と同様であるが、撹拌用
乱数と同様に、第１変動表示遊技用の乱数Ａと、第２変動表示遊技用の乱数Ｂとの二組の
乱数が更新されるようになっている。
【０１９０】
　スイッチ監視処理では、始動入賞監視処理を除いて第２実施形態と同様に行われる。
以下に、図２２のフローチャートを参照して第２実施形態のスイッチ監視処理としての始
動入賞監視処理を説明する。
　まず、第１始動口７ｇで第１始動入賞が有るか否か、すなわち、第１始動口７ｇの特図
始動センサ７ａから遊技球の検出を示す信号が入力しているか否かが判定され（ステップ
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Ｓ２１）、入力していない場合には、後述の第２始動口７ｈの第２始動入賞の処理に進む
。そして、特図始動センサ７ａから遊技球の検出を示す信号が入力しており、第１始動入
賞有りと判定された場合には、ＲＡＭ２１ｂに記憶された特図１始動記憶数が上限となっ
ているか否かが判定される（ステップＳ２２）。
【０１９１】
　始動記憶数が上限となっていなければ、特図１始動記憶数に１加算する（ステップＳ２
３）。そして、上述の乱数更新処理により、更新記憶されている大当り判定用の乱数（第
１変動表示遊技用乱数Ａ）の記憶領域に記憶されている乱数を抽出し、これをＲＡＭ２１
ｂの大当り判定を行う乱数を記憶する特図判定用記憶領域（第１変動表示遊技用）に記憶
する（ステップＳ２４）。なお、この際には、第２実施形態と同様に、大当り判定用以外
の停止図柄やリーチアクションを選択するための乱数（第１変動表示遊技用）も抽出して
ＲＡＭ２１ｂに記憶する。以下の処理で、大当り用の乱数を記憶した場合には、他の特図
の変動表示遊技に用いられる乱数も記憶する。
　また、始動入賞が有り、特図１始動記憶数が上限となっている場合には、ＲＡＭ２１ｂ
に記憶された特図２始動記憶数が上限となっているか否かが判定される（ステップＳ２６
）。そして、特図２始動記憶数が上限数（例えば、４）となっている場合には、後述の第
２始動口７ｈの第２始動入賞の処理に進む。
【０１９２】
　また、特図２始動記憶数が上限数となっていない場合には、特図２始動記憶数に１加算
する（ステップＳ２７）。次ぎに、乱数（第２変動表示遊技用乱数Ｂ）を抽出して記憶し
（ステップＳ２８）、後述の第２始動口７ｈの第２始動入賞の処理に進む。
　次ぎに、第２始動入賞の処理として、第２始動口７ｈで第２始動入賞が有るか否か、す
なわち、第２始動口７ｈの特図始動センサ７ｋから遊技球の検出を示す信号が入力してい
るか否かが判定され（ステップＳ２１ａ）、入力していない場合には、始動入賞監視処理
を終了する。そして、特図始動センサ７ｋから遊技球の検出を示す信号が入力しており、
第２始動入賞有りと判定された場合には、ＲＡＭ２１ｂに記憶された特図２始動記憶数が
上限となっているか否かが判定される（ステップＳ２２ａ）。
【０１９３】
　始動記憶数が上限となっていなければ、特図２始動記憶数に１加算する（ステップＳ２
３ａ）。そして、上述の乱数更新処理により、更新記憶されている大当り判定用の乱数の
記憶領域に記憶されている乱数（第２変動表示遊技用乱数Ｂ）を抽出し、これを特図判定
用記憶領域（第２変動表示遊技用）に記憶する（ステップＳ２４ａ）。
　また、始動入賞が有り、特図２始動記憶数が上限となっている場合には、ＲＡＭ２１ｂ
に記憶された特図１始動記憶数が上限数となっているか否かが判定される（ステップＳ２
６ａ）。そして、特図１始動記憶数と特図２始動記憶数との両方が共に上限数（例えば、
４）となっている場合には、始動入賞監視処理を終了する。
【０１９４】
　また、特図１始動記憶数が上限数となっていない場合には、特図１始動記憶数に１加算
する（ステップＳ２７ａ）。次ぎに、乱数（第１変動表示遊技用乱数Ａ）を抽出して記憶
し（ステップＳ２８ａ）、始動入賞監視処理を終了する。
　以上の処理により、第１始動入賞があった際に、第１変動表示装置４で行われる第１変
動表示遊技用の特図１始動記憶数が上限数となっている場合には、第２変動表示装置４ｃ
で行われる第２変動表示遊技用の特図２始動記憶数が上限数の範囲内で記憶される。一方
、第２始動入賞があった際に、第２変動表示装置４ｃで行われる第２変動表示遊技用の特
図２始動記憶数が上限数となっている場合には、第１変動表示装置４で行われる第１変動
表示遊技用の特図１始動記憶数が上限数の範囲内で記憶される。
【０１９５】
　従って、遊技制御装置２０は、第１始動記憶数が上限数か否かを判定する第１始動記憶
数判定手段として機能するとともに、第２始動記憶数が上限数か否かを判定する第２始動
記憶数判定手段として機能する。また、遊技制御装置２０は、第１始動口７ｇへの遊技球



(40) JP 2011-229965 A 2011.11.17

10

20

30

40

50

の入賞時に前記第１始動記憶数判定手段で始動記憶数が上限数と判定され、且つ、前記第
２始動記憶数判定手段で始動記憶数が上限数未満と判定された場合に、前記第２始動記憶
手段（遊技制御装置２０）に第２始動記憶として記憶する第１始動記憶変換手段として機
能する。
　さらに、遊技制御装置２０は、第２始動口７ｈへの遊技球の入賞時に前記第２始動記憶
数判定手段で始動記憶数が上限数と判定され、且つ、前記第１始動記憶数判定手段で始動
記憶数が上限数未満と判定された場合に、前記第１始動記憶手段（遊技制御装置２０）に
第１始動記憶として記憶する第２始動記憶変換手段として機能する。
なお、上述のように求められた特図１始動記憶数及び特図２始動記憶数に基づき、出力処
理において、特図記憶表示器４ｂ及び特図記憶表示器４ｄのＬＥＤの点灯の制御が行われ
、特図始動記憶数が特図記憶表示器４ｂに表示される。
【０１９６】
　次ぎに、図２３（Ａ）（Ｂ）のフローチャートに示す特図１遊技処理及び特図２遊技処
理を説明する。
　特図１遊技処理及び特図２遊技処理は、それぞれ並列に行われるので、第２実施形態の
ように特図１遊技処理と特図２遊技処理とが別の処理番号とされることはなく、第１実施
形態の特図遊技処理と同様に、特図１遊技処理と特図２遊技処理とでそれぞれＲＡＭ２１
ｂの特図遊技処理用の処理番号を読出し、処理番号に基づいて処理が分岐し（ステップＳ
３１ｂ、Ｓ３１ｃ）、処理番号が１の場合に特図１始動処理（特図２始動処理）が行われ
（ステップＳ３２ａ、Ｓ３２ｂ）、処理番号が２の場合に図柄停止監視処理が行われ（ス
テップＳ３３）、処理番号が３の場合に大当り処理が行われる（ステップＳ３４）。
【０１９７】
　次ぎに、図２４のフローチャートに示される特図１始動処理を説明する、なお、特図２
始動処理も、制御されるのが第１変動表示遊技か第２変動表示遊技かの違いや、使用する
始動記憶が特図１始動記憶か特図２始動記憶かの違いや、使用される乱数が乱数Ａか乱数
Ｂかの違い等があるだけで、処理内容は特図１始動処理と同じなので、特図２始動処理の
説明を省略する。
　また、第３実施形態の特図１始動処理及び特図２始動処理は、第２実施形態の特図１始
動処理のステップＳ４２以降の処理と同様となる。すなわち、始動記憶数が０より大きい
かが判定される（ステップＳ４２）。そして、始動記憶数が０の場合には、特図１始動処
理を終了する。
【０１９８】
　次ぎに、始動記憶数が１以上の場合には、特図１始動記憶数から１減算する処理を行う
（ステップＳ４３）。次ぎに、上述のスイッチ監視処理の始動入賞監視処理で、取得され
て始動記憶に関連づけて特図判定用記憶領域に記憶された乱数値（特図１始動処理では乱
数Ａ、特図２始動処理では乱数Ｂ）を取得して、予めＲＯＭ２１ｃに記憶された大当り判
定値（ここでは、０～３５８の乱数の範囲内の１つの数値で例えば７）と比較して、大当
り判定を行う（ステップＳ４８）。この場合に、取得された乱数値と大当り判定値とが一
致する場合に大当りと判定され、一致しない場合にハズレと判定される。そして、大当り
判定の判定結果を特賞判定フラグに記憶する（ステップＳ４９）。
【０１９９】
　なお、フローチャートには、記載されていないが、第３実施形態でも、第２実施形態と
同様の確率変動に関する処理が行われる。また、通常時の大当り確率、確率変動時の大当
り確率を第１変動表示遊技と第２変動表示遊技とで同じとしても良いが、異なるものとし
ても良く、例えば、第１変動表示装置４の第１変動表示遊技の通常時の大当り確率を１／
３５９とし、確率変動時の大当り確率を１／７２とし、第２変動表示装置４ｃの第２変動
表示遊技の通常時の大当り確率を１／３５０とし、確率変動時の大当り確率を１／７０と
しても良い。
【０２００】
　次ぎに、基本変動パターン、すなわち、リーチアクションを判定するための乱数値をリ
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ーチアクション用記憶領域から今回の始動記憶に対応するものが取得され、リーチアクシ
ョン用の判定テーブルと比較されて、リーチアクションが決定されるか、リーチアクショ
ン無しが決定される（ステップＳ５０）。この際も第２実施形態と同様に確率変動に関す
る処理が行われる。
【０２０１】
　次ぎに、決定されたリーチアクションに基づいて処理を分岐する（ステップＳ５１）。
そして、各リーチアクションの情報もしくはリーチアクション無しの情報が演出制御装置
３０へ送信するコマンド用に設定されて記憶される。すなわち、リーチアクション１～リ
ーチアクションＮまでのうちの決定されたリーチアクションの情報を設定するか、リーチ
アクション無しを設定する（ステップＳ５２（１）～ステップＳ５２（Ｎ））。
【０２０２】
　次ぎに、上述の特賞判定フラグが大当りか否かを判定する（ステップＳ５３）。そして
、特賞判定フラグが大当りの場合には、上述の大当り停止図柄格納領域より今回の始動記
憶に該当する停止図柄を取得する（ステップＳ５４）。
　また、特賞判定フラグが大当りでない場合には、上述のリーチアクション判定において
、リーチアクション（１～Ｎ）と判定されたか否かを判定する（ステップＳ５５）。そし
て、リーチアクション無しと判定された場合には、ハズレ停止図柄格納領域から今回の始
動記憶に該当するハズレ停止図柄を所得する（ステップＳ５６）。
【０２０３】
　また、リーチアクション有りと判定された場合には、大当り停止図柄格納領域から今回
の始動記憶に該当する大当り停止図柄を取得した後に、リーチ停止図柄を作成する（ステ
ップＳ５７）。
【０２０４】
　そして、取得（作成）された停止図柄を、演出制御装置３０へコマンドとして送信する
ために、停止図柄格納領域に記憶する（ステップＳ５８）。
　次ぎに、変動表示遊技が始動することに基づいて、処理番号を２に設定し、次ぎに、タ
イマ割込処理における特図遊技処理では、処理番号２の図柄停止監視処理を行うように設
定し（ステップＳ６０）、特図始動処理を終了する。
【０２０５】
　また、特図１遊技処理及び特図２遊技処理における図柄停止監視処理及び大当り処理は
、第２実施形態と同様に行われる。なお、第１変動表示遊技と、第２変動表示遊技とのう
ちの一方の変動表示遊技が特別結果態様となって大当り（特別遊技状態）が発生した場合
に、特別結果態様となった一方の変動表示遊技は特別遊技状態が終了するまで行われず、
特別結果態様となっていない他方の変動表示遊技は、そのまま行われることになる。すな
わち、特別遊技状態で特別変動入賞装置６でサイクル遊技が行われている間も、他方の変
動表示遊技は順次行われることになる。
【０２０６】
　また、一方の変動表示遊技が大当り中（特別遊技状態）に、他方の変動表示遊技でも大
当りが成立（特別結果態様が成立）した場合には、一方の大当り（特別遊技状態）が終了
した後に、他方の大当り（特別遊技状態）を開始する。
　また、一方の変動表示遊技が確率変動での大当りとなった場合には、特別遊技状態後、
一方の変動表示遊技だけ確率変動（高確率）となり、他方の変動表示遊技は通常の確率の
ままとなる。なお、普通図柄表示器１８及び普通変動入賞装置７ｃは、１つずつしかない
ので、どちらか一方の変動表示遊技で、確率変動状態となると、普図変動表示遊技が高確
率状態（例えば、当り確率が通常の１／１０から高確率の９／１０となる）となるととも
に、普通変動入賞装置７ｃが所謂時短状態となる。
　また、特別変動入賞装置６を第１変動表示遊技用と第２変動表示遊技用との２つ備える
ものとしても良い。
【０２０７】
　また、上述のように始動口７ｇ，７ｈ毎に普電を設けて、２つの普通変動入賞装置７ｆ
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を設けるものとしても良く、この場合には、さらに、普通図柄表示器１８も２つの普通変
動入賞装置７ｆのそれぞれに対応して２つ設けるものとしても良い。この場合には、特図
の変動表示装置、特図の始動入賞口、普通変動入賞装置がそれぞれ二組でき、２つの特図
の変動表示遊技と２つの普図の変動表示遊技を並行して行うことができるので、一方の変
動表示遊技が確率変動となった場合には、一方の普図の変動表示遊技だけを確率変動とす
ることができる。
【０２０８】
　第３実施形態のパチンコ遊技機１０２の上述の処理により、第１始動記憶数が上限数と
なった状態で第１始動入賞が有っても、第２始動記憶数が上限となっていなければ、第２
始動記憶数が１加算される。すなわち、第１始動記憶数が上限となっていることにより、
第１始動入賞があっても第１変動表示遊技の始動権利が得られないが、第２始動記憶数が
上限数未満ならば第２変動表示遊技を行う始動権利が得られる。また、第２始動記憶数が
上限数となった状態で第２始動入賞が有っても、第１始動記憶数が上限となっていなけれ
ば、第１始動記憶数が１加算される。すなわち、第２始動記憶数が上限となっていること
により、第２始動入賞があっても第２変動表示遊技の始動権利が得られないが、第１始動
記憶数が上限数未満ならば第１変動表示遊技を行う始動権利が得られる。
【０２０９】
　以上のように第３実施形態のパチンコ遊技機１０２は、第１始動口７ｇへの遊技球の入
賞に基づき複数の識別情報による第１変動表示遊技を実行可能な第１変動表示装置４と、
第１変動表示遊技の結果態様が第１特別結果態様となった場合に発生する特別遊技状態で
開状態に変換可能な特別変動入賞装置６と、第１始動口７ｈへの遊技球の入賞に基づいて
生じ、未だ前記第１変動表示遊技の実行に用いられていない始動権利を所定の上限数の範
囲内で第１始動記憶として記憶可能な第１始動記憶手段（遊技制御装置２０）と、第２始
動口７ｈへの遊技球の入賞に基づき複数の識別情報による第２変動表示遊技を実行可能な
第２変動表示装置４ｃと、第２変動表示遊技の結果態様が第２特別結果態様となった場合
に発生する特別遊技状態で開状態に変換可能な特別変動入賞装置６と、第２始動口７ｇへ
の遊技球の入賞に基づいて生じ、未だ前記第２変動表示遊技の実行に用いられていない始
動権利を所定の上限数の範囲内で第２始動記憶として記憶可能な第２始動記憶手段（遊技
制御装置２０）とを備えており、第１始動記憶数が上限数か否かを判定する第１始動記憶
数判定手段（遊技制御装置２０）と、第２始動記憶数が上限数か否かを判定する第２始動
記憶数判定手段（遊技制御装置２０）と、第１始動口への遊技球の入賞時に前記第１始動
記憶数判定手段で始動記憶数が上限数と判定され、且つ、前記第２始動記憶数判定手段で
始動記憶数が上限数未満と判定された場合に、前記第２始動記憶手段に第２始動記憶とし
て記憶する第１始動記憶変換手段（遊技制御装置２０）と、第２始動口７ｈへの遊技球の
入賞時に前記第２始動記憶数判定手段で始動記憶数が上限数と判定され、且つ、前記第１
始動記憶数判定手段で始動記憶数が上限数未満と判定された場合に、前記第１始動記憶手
段に第１始動記憶として記憶する第２始動記憶変換手段（遊技制御装置２０）とを備えて
いる。
【０２１０】
　従って、第１始動記憶数が上限数未満の状態で、第１始動口７ｇに遊技球が入賞すると
、第１始動記憶数が加算されるが、第１始動記憶数が上限数の場合には、第２始動記憶数
が加算される。また、第２始動記憶数が上限数未満の状態で第２始動口７ｈに遊技球が入
賞すると、第２始動記憶数が加算されるが、第２始動記憶数が上限数の場合には、第１始
動記憶数が加算される。なお、第１始動記憶数及び第２始動記憶数の両方とも上限数の場
合には、第１始動口７ｇ及び第２始動口７ｈに遊技球が入賞しても第１及び第２始動記憶
数は加算されない。
【０２１１】
　以上のことから、２つの変動表示装置４，４ｃを有し、且つ、それぞれの変動表示装置
用の始動口７ｇ、７ｈを有する場合に、一方の変動表示装置用の始動記憶数が上限数とな
っても、他方の変動表示用の始動記憶数が上限数となっていなければ、一方の変動表示装
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る。従って、従来のように一方の始動記憶数が上限数となった状態で、一方の変動表示装
置用の始動口に遊技球が入賞しても遊技者が損をしたと感じるようなことがなくなり、両
方の始動記憶数が上限となるまで、遊技者が止め打ちを行うのを防止することができる。
【０２１２】
　また、時間経過に伴う始動入賞率の変化が大きい場合には、始動入賞率が低くなって始
動記憶が記憶されない状態と、始動入賞率が高くなって始動記憶数が上限数となってさら
に始動入賞が発生する状態とが多く発生し、時間経過に伴う始動入賞率の変化が小さい場
合は、始動記憶数が記憶されない状態や始動記憶数が上限数となってさらに始動入賞が発
生する状態の発生が少なくなり、時間経過に伴う始動入賞率の変化が小さい場合の方が所
定時間内における変動表示遊技の実行回数が多くなる可能性が高い。
　ここで、従来のように各変動表示装置及びその始動口毎に独立して始動記憶が上限数ま
で記憶されるようになっていると、始動口の数が増えても上述のように始動入賞率の変化
が少ない方が確実に有利となるが、上述のように２つの始動口あり、且つ、一方の始動口
の始動入賞による始動記憶数が上限数となった状態で一方の始動口に始動入賞が有ると、
他方の始動口の始動記憶に振替えられるようになっていれば、始動入賞率の変化のタイミ
ング（位相）が２つの始動口でずれている場合に、時間経過に伴う始動入賞率の変化が大
きくても所定時間当りの変動表示遊技の実行回数が少なくなるのを防止できる
【０２１３】
　なお、今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと
考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって
示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意
図される。
【符号の説明】
【０２１４】
４ 変動表示装置（第１変動表示装置）
４ｃ 第２変動表示装置
５ 変動入賞装置
５ｂ 特定領域
５ｇ 一般入賞領域
６ 特別変動入賞装置
７ 始動口
２０ 遊技制御装置（始動記憶手段、補助遊技制御手段、始動記憶数判定手段、始動変更
制御手段、大当り判定手段、補助遊技禁止制御手段、上限数変更制御手段、変動表示遊技
中判定手段、特別遊技状態発生遅延手段、第１始動記憶手段、第２始動記憶手段、第１始
動記憶数判定手段、第２始動記憶数判定手段、第１始動記憶変換手段、第２始動記憶変換
手段）
１００ パチンコ遊技機（遊技機）
１０１ パチンコ遊技機（遊技機）
１０２ パチンコ遊技機（遊技機）
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